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1. 会合の概要 

1.1 開催概要・開催スケジュール 

◆ 会議名：TCFD SUMMIT 2022 

◆ 日時：令和 4 年 10 月 5 日（水） 

◆ 開催方法：オンライン配信（ライブ配信、オンデマンド配信）、 

登壇者のみ配信会場にて現地参加（登壇者一部オンライン登壇、ビデオメッセージ） 

    ※配信会場：東京ミッドタウン ホール＆カンファレンス ホール B 

〒107-0052 東京都港区赤坂９丁目７−２  

 

1.2 開催の背景 

気候変動対策を強力に推進するため、金融の重要性が一層増す中、気候変動関連の情報開示の枠

組みとして TCFD が目的とする気候関連財務情報の開示を企業等に義務化する動きが国際的に進ん

でいます。開示の枠組みとして国際的に支持されている TCFD への賛同も加速しており、2022 年 9

月 22 日時点で、TCFD 賛同者は世界 3,819 機関（2021 年 9 月 30 日比＋1,290）、日本 1,062（同＋

553）機関まで拡大しました。 

「経済と環境の好循環」の実現に向けて、国際的な共通ルールを踏まえた開示の質の向上、炭素

中立実現に向けた重要な手段であるトランジションやイノベーションの取組が投資家に適格に評価

され、資金供給が促されるよう開示することが重要です。 

第 4回となるTCFDサミット 2022では、産業界・金融界のリーダーが適切な投資判断の基盤とな

る開示の拡充を促すべく、更なる TCFD 提言の活用に向けて議論しました。具体的には以下を主要

な成果として共有しました。 

⚫ GX の実現には幅広い技術やエネルギー源を活用したトランジションを加速化していくこと、

革新的なイノベーションの創出と社会実装を進めていくことが重要である。 

⚫ リスクだけではなく、機会を特定して開示するよう促進する必要があり、脱炭素化へのシフト

にこれは非常に重要。 

⚫ 金融機関側では、企業の取組・戦略を中長期的な視点で評価すること、企業側ではエンゲージ

メントに耐えうる情報開示の対応強化が望まれる 

⚫ トランジション・ファイナンスの自律的な民間資金供給の拡大に向けて、企業が描くトランジ

ションの道筋に対する信頼性向上が重要 

⚫ 新技術やその開発動向にかかる企業情報開示に加えて、政府による資金供給面での支援・関与

も重要 

⚫ 「TCFD ガイダンス 3.0」を発信 
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1.3 会議結果 

1) Welcome Message 西村 康稔 経済産業大臣からのメッセージ 

2050 年カーボンニュートラルを目指し、GX（グリーントランスフォーメーション）の実現に

向け、多様な実態を踏まえて、幅広い技術やエネルギー源を活用したトランジションを加速化し

ていくこと、革新的なイノベーションの創出と社会実装を進めていくことが重要である。日本政

府としては、TCFD を踏まえた企業の気候変動に関する情報開示を基盤に、成長マネーを呼び込

んでいく。 

 

2) Opening Remarks 

⚫ ヴァルディス・ドンブロウスキス氏（欧州委員会副委員長）のメッセージ 

ロシアのウクライナに対する不法な侵略により、欧州のグリーン化はより一層緊急性を帯

びており、EU では、「RePowerEU 構想」を打ち出し気候変動対策をより一層加速させる。

また民間投資を十分に引き出すために、TCFD 提言を重要な参照とし、情報開示とサステ

ナビリティレポートに重点を置いた取組を進めて行く。EU は、気候ニュートラルに到達

することに引き続き尽力し、炭素排出量の多いエネルギー源から脱却するために、利用可

能なあらゆる手段を用いていく。 

⚫ マーク・カーニー氏（UN Special Envoy on Climate Action and Finance Co-chair for the 

Glasgow Financial Alliance for Net Zero）のメッセージ 

ＴＣＦＤ開示を行う日本企業は、全世界の賛同企業の 3 割を占め、気候変動に関する取組

のリーダーとして手本になり、他の企業や国、地域がそれに続いている。自主的な提言か

ら義務的な開示基準への移行は、ゼロカーボンに向けた金融システム全体の変革に不可欠

であり、ISSＢがＴＣＦＤを基に普遍的な開示基準を作ろうとしていることを歓迎すべき

である。ＣＯＰ２７を前に、ＴＣＦＤがこれからも影響を与え続けること、そして日本が

ゆるぎない野心とリーダーシップとコミットメントでその先頭に立ち続けることを期待し

ている。 

⚫ メアリー・L・シャピロ氏（Head Of The TCFD Secretariat）のメッセージ 

自主的な枠組みから強制的な開示基準へと移行する転換点を迎えており、グローバルな気

候変動開示の基準値を作成するためにTCFDを活用し、様々な国で幅広くTCFDを採用で

きるような状況を整えている。適切なルールメーキングが行われることにより、気候変動

のリスクと機会を管理するために投資家と市場が必要とする情報を企業が提供することを

引き続き支援する必要がある。 

⚫ ロナルド・オハンリー氏 (ステート・ストリート会長兼 CEO)のメッセージ 

日本では、TCFD 開示が実質義務化され開示の質が向上していること、トランジションロ

ードマップによりこれらのフレームワークを用いた資金調達が可能になった。一方、気候

変動は現在投資家が直面している最も重要な投資リスクであり、多排出産業は、排出量を

削減するために資本を必要とするため、株式売却は解決策にはならず、TCFD はこのトラ

ンジション期において効果的な投資を可能にするための重要なツールである。 

⚫ 伊藤 邦雄氏 (TCFD コンソーシアム会長、一橋大学 CFO 教育研究センター長)のメッセー
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ジ 

ＴＣＦＤコンソーシアムは、会員の約７０％が事業会社で構成されており、事業会社が自

主的に気候変動対策を積極的に行い、情報開示をする潮流が確立しつつある。TCFD 開示

に関する解説や TCFDコンソーシアムでの成果、最新の知見等を踏まえてTCFDガイダン

スの改定も行った。今後も世界最大の TCFD 賛同機関が集まる組織として、世界の皆様と

連携しつつ、気候関連情報の開示、活用をさらに支援していく。 

 

3) Opinion Exchange 水野 弘道（国連事務総長特使）、Emmanuel Faber (Chair, ISSB) 

ISSB でのサステナビリティ関連財務情報の開示、気候関連開示基準の作成が進む中、ISSB

の役割や基準策定の狙い、今後の方向性などに関して議論を実施した。 

全く新しい基準をゼロから作るのではなく、既存のイニシアチブを統合し、活用しようとして

いる。その中でも TCFD は絶対的に重要であり、ISSB での基準設定のレガシーである。 

ISSB の全体的な目的は、開示者にとって費用対効果が高く、投資家にとって意思決定に有用

な開示をさせることであり、事業計画や資本コスト、トランジション所要額についての議論の

土台を提供することである。 

 

4) Keynote Speech 1 

⚫ 宮園 雅敬氏（年金積立金管理運用独立行政法人理事長）のメッセージ 

GPIF は気候変動を ESG活動の最重要テーマの一つと位置づけ、TCFD 提言に沿った気候

関連財務情報の開示を行っている。2021 年度版の TCFD 開示においては、「気候変動リス

ク・機会の評価と分析」の一環として、カーボンニュートラルの実現に向けた政策動向の

整理などを新たに行った。ESG 情報開示の基準に沿って、企業がトランジションのプロセ

スや目標をきちんと開示することが望ましいと考え、GPIF は自らが気候関連財務情報を

はじめとする ESG 情報の開示拡充に取り組むことで、市場全体の持続可能性向上に努め

ていく。 

⚫ ピーター・バッカー氏（WBCSD 会長兼 CEO）のプレゼンテーション 

サステナビリティには様々な顔と道があり、複雑である中で、WBCSD は、①気候危機、

②自然/生物多様性の損失、③格差や広がる不平等、の 3 つのチャレンジを全員で考えるべ

きだと考えている。どのような形でオペレーションを脱炭素化し、ネイチャーポジティブ

とし、平等になることができるか、そしてバリューチェーンを通じてどのように協力する

ことができ、どのように資本市場、投資家や資金提供者に対して移行を説明するのかが議

論され、TCFD はこの面で重要な役割を果たす。 

 

5) Panel Discussion 1「国際的な開示のルール化への対応と機会への評価」 

気候変動関連に関する情報開示のルール化が進む中その現状と対応、さらに気候変動に対す

るリスクのみならず機会への評価の必要性とその対応について議論を行った。 

リスクだけではなく、機会を特定して開示するよう促進する必要があるが、企業が機会を特定

し開示しなければ、投資家の注意をひくことはできず、脱炭素化へのシフトにこれは非常に重
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要である。一方で、トランジションに貢献する機会の側面を評価する方法の議論は、リスク評

価よりも進んでおらず、気候関連の機会をより適切に評価するには、排出量以外の指標を考慮

する必要がある。 

気候関連開示基準は今後も変容し続けであろうし、グローバルな会話に貢献し続けることがま

ず重要で、日本企業は前向きなフットプリントを残すことができるのではないか。 

 

6) Keynote Speech 2 

⚫ 十倉 雅和氏（日本経済団体連合会会長）のメッセージ 

経団連では、気候変動への取組みを経済成長につなげ、経済社会の根底からの変革を進め

るべく、本年５月には、提言「グリーントランスフォーメーションに向けて」をとりまと

めた。GX による社会変容を実現するためには、さまざまな分野で多くの投資が必要であ

り、資金を動員するための環境整備が重要である。経団連としても、ＴＣＦＤ開示企業の

さらなる裾野拡大や、金融機関・投資家とのエンゲージメントの促進に取り組んでいく。 

⚫ 半沢 淳一(全国銀行協会会長)のメッセージ 

既に存在する脱炭素技術の社会実装や、未来の技術革新に向け、リスクを見極めつつ、フ

ァイナンス等を通じて 、カーボンニュートラル実現に貢献することが、金融機関が果たす

べき役割である。エンゲージメントと開示を一層、積極的に推進し、実体経済の脱炭素化

に貢献し、さらに開示の枠組み作りに向けたグローバルな議論にも貢献していく。 

⚫ 経済産業省によるプレゼンテーション 

トランジション・ファイナンス及びイノベーション・ファイナンスに関する施策を経済産

業省畠山産業技術環境局長より紹介した。 

 

7) Panel Discussion 2「企業の GX 取組評価」 

カーボンニュートラルの実現には必要な投資額は巨額であり、日本におけるトランジション・

ファイナンスの現状、業種別ロードマップ策定やモデル事業の創出の受け止め、トランジショ

ン・ファイナンスの自律的な拡大に向けた課題、イノベーションのような長期的な投資に対する

資金供給の課題や企業の情報開示への期待について議論を行った。 

トランジション・ファイナンスの自律的な民間資金供給の拡大に向けて、企業が描くトランジシ

ョンの道筋に対する信頼性向上が重要である。 

金融機関・投資家の情報ギャップを埋めるべく、開示や粘り強い対話が必要で、金融機関側では、

企業の取組・戦略を中長期的な視点で評価すること、企業側ではエンゲージメントに耐えうる情

報開示の対応強化が望まれる。さらに、金融機関のファイナンスド・エミッションが短期的に増

加したとしても、トランジションのための適正な投融資であれば、これをトランジションリスク

の増加とみなして罰するべきではない。 

商業的に完全には確立されていないイノベーション技術の社会実装に向けて、長期的な目線での

投資が必要になるものについては、その技術開発動向にかかる情報共有の促進や政府による資金

供給面での支援・関与も重要である。 
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8) Keynote Speech 3 「TCFD コンソーシアムの役割と展望」日本政策投資銀行 竹ケ原エグ

ゼクティブフェロー 

TCFD コンソーシアムは、TCFD の新しい枠組みへの対応という課題に直面し、産業界と金融界

が一つのテーブルで議論する場として発足し、これまでのところ期待以上の成果を上げてきた。

今後も TCFD の素晴らしいフレームワークを活用しながら、日本のサステナビリティマネジメン

トの高度化に貢献できるよう、活動の充実を図っていく。 

 

9) Closing Remarks ピーター・バッカー氏（WBCSD 会長兼 CEO 

共催者のWBCSDとして本サミットの成功について経済産業省、TCFDコンソーシアムに祝意を

表す。昨年来、COP26 で Glasgow Climate Pact がまとまり、ISSB が設立され、プロトタイプが

公表されるなど大きく進展が見られた。Scope 3 排出や削減貢献等が議論されたが、基準の収斂に

向けたコラボレーションが重要であり、TCFD は重要な役割を担っている。 

主催国の日本のように、政策よってビジネス、イノベーション、サステナブルなソリューション

が行われるような環境の形成を促進せねばならない。日本の産業毎トランジション技術ロードマ

ップは、排出量削減目標に向けて投資家に対して重要なコンテクストを提供する。 

気候変動に関するリスクを特定・評価・管理することはビジネスにおいて重要であり、投資意思

決定でも重要となりつつある。単に開示だけではなく、戦略、投資意思決定、業績管理、報償管

理をもって、移行の規模を拡大していかなければならない。 

このような会場で投資家、銀行、ビジネス、政策当局が一堂に会し、オープンにシステムの変革

を話せる場は他にない。登壇者の方々からは多くの刺激を受けることが出来た。野心的な戦略と

行動をもってネットゼロの達成に邁進しなければならない。 
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2. 登壇者リスト 

※以下、本報告書に記載されている登壇者の役職は、TCFD サミット開催時点（2022 年 10 月 5 日）のものである。 

2.1 Welcome Message 

西村 康稔 経済産業大臣 

 

2.2 Opening Remarks 

 

  



8 

 

 

 

2.3 Opening Exchange 

 



9 

 

2.4 Keynote Speech 1 

 

 

2.5 Keynote Speech 2 
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2.6 Keynote Speech 2 
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2.7 Panel Discussion 2 

 

 

 



13 
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2.8 Keynote Speech 3 

 

 

2.9 Closing Remarks 
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3. アンケート 

3.1 実施概要 

◆ 集計期間：2022 年 10 月 5 日（水）～10 月 18 日（火） 

◆ 集計方法：オンラインプラットフォーム連携アンケートシステム 

◆ アンケート配信：1 回目 2022 年 10 月 5 日（水）会議終了直後 

2 回目 2022 年 10 月 14 日（金）アーカイブ告知時 

◆ 設問数：18 問（付属設問含む） 

◆ 期間内回答数：240 件（2021 年度 281 件） 
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3.2 アンケート実施結果 

◆ アンケート実施後、内容を設問ごとに整理し分析を行った。 
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Q5.参 加 動

機 

複数回答可 
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  Q14. その他コメント（一部抜粋） 
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4. 周辺動向調査及び資料作成 

TCFD サミットの詳細なアジェンダ設定に当たり、世界規模でのエネルギー・環境問題に係る知識や

企業開示・レポーティングに関する幅広い調査を行い、イベントの運営業務に資する情報の取得・整理

と提供を行うとともに、議論のとりまとめを実施した。 

 

4.1 周辺動向調査 

1) 週次動向調査 

（1） 調査内容 

TCFD や気候変動関連規制を含む、主要国（EU、英、仏、独、中、米、シンガポール、マレーシア、

インド、ASEAN 等）のサステナブル・ファイナンス政策・規制、及び、TCFD や気候変動関連開示に

ついて、影響力のある国内外関係者や国際機関、主要金融機関、企業等の発言や取組、国際会合結果等

に関する情報収集・整理を週次で行った。 

主な情報収集対象は以下の通りだが、これに限らず、関連する情報があれば追加的に調査した。 

 

＜主な情報源一覧＞ 

EU 欧州委員会 

欧州議会 

欧州理事会・EU 理事会 

欧州財務報告諮問グループ（EFRAG） 

欧州証券市場監督局（ESMA） 

欧州銀行監督局（EBA） 

欧州保険・企業年金監督局（EIOPA） 

欧州監督局（ESAs） 

英国 ビジネス・エネルギー・産業戦略省 

労働年金省 

大蔵省 

金融行為規制機構（FCA） 

財務報告評議会（FRC） 

フランス 財務省 

エコロジー・持続可能な開発・エネルギー省 

金融庁（AMF） 

ドイツ 連邦財務省 

連邦環境省 

ドイツ政府サステナブル・ファイナンス委員会 

連邦金融監督局 

中国 中国金融学会緑色金融専業委員会 

中国人民銀行 

中国証券監督管理委員会 

香港金融管理局 

香港証券取引所 

上海証券取引所 

深圳証券取引所 

米国 証券取引委員会（SEC） 

シンガポール 金融管理局 

シンガポール証券取引所 

マレーシア マレーシア国立銀行 
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マレーシア証券委員会 

マレーシア証券取引所 

インド インド証券取引員会（SEBI） 

インド準備銀行（RBI） 

ASEAN ASEAN Capital Markets Forum（ACMF） 

ASEAN Finance Cooperation Web Portal（AFCWP） 

国際機関・NGO・

イニシアチブ等 

TCFD 

国連責任投資原則（PRI） 

国連環境計画金融イニシアチブ（UNEP FI） 

持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD） 

Network for Greening the Financial System（NGFS） 

OECD 

サステナビリティ会計基準審議会（SASB） 

国際資本市場協会（ICMA） 

国連 Sustainable Stock Exchanges Initiative 

世界銀行 IFC Sustainable Banking Network（SBN） 

証券監督者国際機構（IOSCO） 

IFRS 財団 国際サステナビリティ基準審議会（ISSB） 

IIF （Institute of International Finance：国際金融協会） 

Glasgow Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）： 

Net-Zero Banking Alliance (NZBA)  

Net Zero Asset Managers initiative (NZAM) 

Net-Zero Asset Owner Alliance (the Alliance) 

Paris Aligned Investment Initiative (PAII) 

Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) 

Net Zero Financial Service Providers Alliance (NZFSPA) 

Net Zero Investment Consultants Initiative (NZICI) 
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（2） 調査結果 

週次動向調査は、情報収集期間を 2022 年 3 月 24 日分から 2023 年 3 月 22日までとして行った。合計

51 回の週次報告を実施し、収集した情報の件数は最終的に合計 1,026 件となった。 

 

＜週次レポート実績一覧＞ 

調査実施期間：2022 年 3 月 24 日～2023 年 3 月 22 日 

情報収集期間 報告日 件数 

2022/3/24 (木) ～ 2022/3/30 (水) 2022/4/1 27 

2022/3/31 (木) ～ 2022/4/6 (水) 2022/4/8 31 

2022/4/7 (木) ～ 2022/4/13 (水) 2022/4/19 26 

2022/4/14 (木) ～ 2022/4/20 (水) 2022/4/23 20 

2022/4/21 (木) ～ 2022/4/27 (水) 2022/4/29 22 

2022/4/28 (木) ～ 2022/5/4 (水) 2022/5/6 17 

2022/5/5 (木) ～ 2022/5/11 (水) 2022/5/17 13 

2022/5/12 (木) ～ 2022/5/18 (水) 2022/5/20 15 

2022/5/19 (木) ～ 2022/5/25 (水) 2022/5/27 30 

2022/5/26 (木) ～ 2022/6/1 (水) 2022/6/6 15 

2022/6/2 (木) ～ 2022/6/8 (水) 2022/6/10 23 

2022/6/9 (木) ～ 2022/6/15 (水) 2022/6/17 20 

2022/6/16 (木) ～ 2022/6/22 (水) 2022/6/27 28 

2022/6/23 (木) ～ 2022/6/29 (水) 2022/7/1 24 

2022/6/30 (木) ～ 2022/7/6 (水) 2022/7/8 14 

2022/7/7 (木) ～ 2022/7/13 (水) 2022/7/20 22 

2022/7/14 (木) ～ 2022/7/20 (水) 2022/7/22 13 

2022/7/21 (木) ～ 2022/7/27 (水) 2022/7/29 13 

2022/7/28 (木) ～ 2022/8/3 (水) 2022/8/9 29 

2022/8/4 (木) ～ 2022/8/10 (水) 2022/8/12 12 

2022/8/11 (木) ～ 2022/8/17 (水) 2022/8/19 10 

2022/8/18 (木) ～ 2022/8/24 (水) 2022/9/1 16 

2022/8/25 (木) ～ 2022/8/31 (水) 2022/9/2 10 

2022/9/1 (木) ～ 2022/9/7 (水) 2022/9/9 12 

2022/9/8 (木) ～ 2022/9/14 (水) 2022/9/20 21 

2022/9/15 (木) ～ 2022/9/21 (水) 2023/9/26 18 

2022/9/22 (木) ～ 2022/9/28 (水) 2022/10/1 17 

2022/9/29 (木) ～ 2022/10/5 (水) 2022/10/8 33 

2022/10/6 (木) ～ 2022/10/12 (水) 2022/10/14 17 

2022/10/13 (木) ～ 2022/10/19 (水) 2022/10/21 16 

2022/10/20 (木) ～ 2022/10/26 (水) 2022/11/4 30 

2022/10/27 (木) ～ 2022/11/2 (水) 2022/11/4 24 

2022/11/3 (木) ～ 2022/11/9 (水) 2022/11/11 37 

2022/11/10 (木) ～ 2022/11/16 (水) 2022/11/21 42 

2022/11/17 (木) ～ 2022/11/23 (水) 2022/11/25 17 

2022/11/24 (木) ～ 2022/11/30 (水) 2022/12/2 22 

2022/12/1 (木) ～ 2022/12/7 (水) 2022/12/16 24 

2022/12/8 (木) ～ 2022/12/14 (水) 2022/12/19 27 

2022/12/15 (木) ～ 2022/12/21 (水) 2022/12/23 14 

2022/12/22 (木) ～ 2023/1/4 (水) 2023/1/10 7 

2023/1/5 (木) ～ 2023/1/11 (水) 2023/1/14 17 

2023/1/12 (木) ～ 2023/1/18 (水) 2023/1/20 10 
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情報収集期間 報告日 件数 

2023/1/19 (木) ～ 2023/1/25 (水) 2023/1/27 21 

2023/1/26 (木) ～ 2023/2/1 (水) 2023/2/3 12 

2023/2/2 (木) ～ 2023/2/8 (水) 2023/2/10 17 

2023/2/9 (木) ～ 2023/2/15 (水) 2023/2/24 27 

2023/2/16 (木) ～ 2023/2/22 (水) 2023/3/1 10 

2023/2/23 (木) ～ 2023/3/1 (水) 2023/3/24 18 

2023/3/2 (木) ～ 2023/3/8 (水) 2023/3/23 31 

2023/3/9 (木) ～ 2023/3/15 (水) 2023/3/24 16 

2023/3/16 (木) ～ 2023/3/22 (水) 2023/3/24 19 
（注）報告日後にも精査・加除を行うことがあったため、件数の合計は最終合計件数と必ずしも一致していない。 

 

以下は、週次レポートの例（一部抜粋）である。詳細内容は別添資料とする。 
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地域 発信元 分類 日付 タイトル 概要 URL（出所) 

英

国 ・

シ ン

ガ ポ

ール 

英国政

府 

イニシア

チブ（グ

リーン経

済） 

2023/2/28 UK and Singapore Ink New Green 

Economy Framework, Bolstering 

Energy and Climate Collaboration 

英国政府とシンガポール政府は、二国間のグリーン経済枠組みを確立するため

の覚書に署名した。気候と、経済、貿易政策の要素を組み合わせ、エネルギー

安全保障を強化し、新たな投資、雇用創出、輸出機会を通じてグリーン成長を

促進しながら、パリ協定に沿って国家の脱炭素化目標を達成する。3 つの柱の 1

つは、炭素市場とサステナブルファイナンスとなっている。 

https://www.gov.uk/governmen

t/news/uk-and-singapore-ink-

new-green-economy-framework-

bolstering-energy-and-

climate-collaboration 

国際 IFRS

財団 

要人発言

（開示） 

2023/2/28 G20 focuses on launch of ISSB’s 

inaugural standards 

G20 財務大臣・中央銀行総裁会合の要約において、ISSB による気候関連財務情

報開示基準の早期最終化と気候を超えた取組への期待が述べられたことに対し

て、IFRS財団評議員会議長である Erkki Liikanen氏は、感謝の意を示すととも

に、金融安定理事会や IOSCO 等との緊密な協力を継続し、今年後半の ISSB 基準

発行後はその広範な採用を支援すると述べた。 

https://www.ifrs.org/content

/ifrs/home/news-and-

events/news/2023/02/g20-

focuses-on-launch-of-issbs-

inaugural-standards.html 

ア ジ

ア 

Asia 

Invest

or 

Group 

on 

Climat

e 

Change 

(AIGCC

) 

イニシア

チブ（移

行） 

2023/2/28 AIGCC launches initiatives for 

deforestation and energy 

transition 

気候変動に関するアジア投資家グループ（AIGCC）は、森林減少・土地利用に関

する作業部会と、エネルギー移行に関する作業部会を新たに設置した。エネル

ギー移行作業部会は、エネルギー移行に関する投資家の内部ポリシー策定を支

援する。また、石炭の早期段階的廃止に関する投資家期待を確立し、再生可能

エネルギーの潜在的な役割を模索する。 

https://www.aigcc.net/aigcc-

launches-initiatives-for-

deforestation-and-energy-

transition/ 

国際 TCFD 調 査

（TCFD） 

2023/2/28 TCFD Asset Manager and Asset 

Owner Climate-Related Reporting 

Survey 

TCFD は、2023 年ステータス報告書のため、アセットマネージャーとアセットオ

ーナーの TCFD 提言に沿った気候関連財務報告の現状と、実施に際しての課題に

関する調査を開始した（4 月 3日まで）。 

https://www.113.vovici.net/s

e/13B2588B0639192D 

EU 欧州委

員会 

イニシア

チブ（グ

リーン移

行） 

2023/3/1 InvestEU: EIF and Denmark's 

Export and Investment Fund join 

forces to support green 

transition of Danish businesses 

欧州投資基金（EIF）とデンマークの輸出投資基金は、デンマーク企業のグリー

ン移行を支援するため、デンマーク企業向けの新規融資において約 2 億 2,900

万デンマークローネ（3,090 万€）を保証する合意に署名した。本合意は、

InvestEU プログラムによってサポートされている。 

https://ec.europa.eu/commiss

ion/presscorner/detail/en/ip

_23_1293 

中国 深圳証

券取引

所 

イベント

報告 

2023/3/1 SZSE Consistently Enhances 

Services by Rapidly Responding to 

Enterprises'Demand and 

Facilitates In-depth Industry 

Exchanges through the"Hub of 

Innovation Exchanges" 

深圳証券取引所（SZSE）は、2月 17 日に「Hub of Innovation Exchanges」の最

初のイベントとなる ESG情報開示をテーマとするイベントを開催した。ESG情報

開示に際して生じる課題を、上場企業が解決できるよう支援することを目的と

している。 

http://www.szse.cn/English/a

bout/news/szse/t20230301_599

022.html 

（情報収集期間：2023 年 2 月 2 日～2023 年 3 月 1 日） 

 

https://www.gov.uk/government/news/uk-and-singapore-ink-new-green-economy-framework-bolstering-energy-and-climate-collaboration
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-singapore-ink-new-green-economy-framework-bolstering-energy-and-climate-collaboration
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-singapore-ink-new-green-economy-framework-bolstering-energy-and-climate-collaboration
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-singapore-ink-new-green-economy-framework-bolstering-energy-and-climate-collaboration
https://www.gov.uk/government/news/uk-and-singapore-ink-new-green-economy-framework-bolstering-energy-and-climate-collaboration
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/news-and-events/news/2023/02/g20-focuses-on-launch-of-issbs-inaugural-standards.html
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/news-and-events/news/2023/02/g20-focuses-on-launch-of-issbs-inaugural-standards.html
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/news-and-events/news/2023/02/g20-focuses-on-launch-of-issbs-inaugural-standards.html
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/news-and-events/news/2023/02/g20-focuses-on-launch-of-issbs-inaugural-standards.html
https://www.ifrs.org/content/ifrs/home/news-and-events/news/2023/02/g20-focuses-on-launch-of-issbs-inaugural-standards.html
https://www.aigcc.net/aigcc-launches-initiatives-for-deforestation-and-energy-transition/
https://www.aigcc.net/aigcc-launches-initiatives-for-deforestation-and-energy-transition/
https://www.aigcc.net/aigcc-launches-initiatives-for-deforestation-and-energy-transition/
https://www.aigcc.net/aigcc-launches-initiatives-for-deforestation-and-energy-transition/
https://www.113.vovici.net/se/13B2588B0639192D
https://www.113.vovici.net/se/13B2588B0639192D
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1293
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1293
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1293
http://www.szse.cn/English/about/news/szse/t20230301_599022.html
http://www.szse.cn/English/about/news/szse/t20230301_599022.html
http://www.szse.cn/English/about/news/szse/t20230301_599022.html
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2) 月次レポート作成 

週次動向調査では、当該政策による現地および日本企業への影響についても分析を行い、うち特に重

要と思われる情報についてピックアップし、分析資料を作成の上、月次で報告を行った。 

 

⚫ 2022 年 4 月 

➢ 米国 SEC：気候関連情報開示の規則案を公表 

 

  

【提案された開示内容】
✓ 登録企業の取締役会及び経営層による気候関連リスクの監視及びガバナンス
✓ 登録企業が特定した気候関連のリスクが、事業及び連結財務諸表に短期、中期、

又は長期にわたって顕在化する可能性のある重要（material）な影響を与えたか
又は与える可能性があるか

✓ 特定された気候関連のリスクが、登録企業の戦略、ビジネスモデル、見通しに
どのような影響を与えたか又は与えそうか

✓ 気候関連のリスクを特定、評価、管理するための登録企業のプロセス、及び
そのプロセスが登録企業の全体的なリスク管理システム又はプロセスに統合
されているか

✓ 気候関連リスク管理戦略の一部として移行計画を採用した場合は、物理的リスク及び移行リスクを特定し管理するために用いた関連指標及び目標を含む、その計
画の記述

✓ シナリオ分析を用いて気候関連リスクに対する事業戦略のレジリエンスを評価する場合には、用いたシナリオの説明、並びにパラメータ、仮定、分析上の選択及
び予測される主な財政的影響

✓ 内部炭素価格を使用する場合、価格とその設定方法に関する情報
✓ 連結財務諸表の勘定科目に対する気候関連の事象（厳しい気象現象及びその他の自然条件）及び移行活動の影響、並びに財務諸表で用いられた財務上の見積り及

び仮定
✓ スコープ1及びスコープ2のGHG排出量。個別に開示され、GHG種類別及び総計、オフセットを含めない絶対量及び原単位（経済価値又は生産量単位当たり）を記載
✓ 重要な場合、又は登録企業がスコープ3排出を含むGHG排出目標を設定している場合に、登録企業のバリューチェーンにおける上流及び下流の活動からの間接的な

排出量（スコープ3）。オフセットを含めない絶対量及び原単位での排出量を記載
✓ 登録企業が気候関連目標を公に設定している場合は、以下の情報:

目標に含まれる活動と排出の範囲、目標達成の時間軸、及び中間目標／気候関連目標の達成方法／目標の達成に向けた進捗、及びその進捗がどのように達成され
たかを示す関連データを各年度ごとに更新／気候関連目標を達成するための計画の一部としてカーボンオフセット又は再生可能エネルギー証書（REC）が使用され
ている場合、オフセット又はRECに関する情報（オフセットによる炭素削減量又はRECによる再生可能エネルギー発電量を含む）

✓ ガバナンス、戦略、リスク管理の開示では、気候関連機会についても開示が可能

今月のピックアップ

米国SEC：気候関連情報開示の規則案を公表

3

• 米国証券取引委員会（SEC）は、登録企業に対し、特定の気候関連開示を登録届出書及び定期報告書に含めるとともに、特定の気
候関連の財務諸表指標を監査対象財務諸表への注記に含めるように求める規則変更を提案した。パブコメ提出期限は2022年5月20日
まで。事業や業績、財務状況に重大な影響を及ぼす可能性が合理的にある、気候関連リスク関連情報の開示が求められる。また、
早期提出会社はスコープ1、2排出量の保証を受ける必要があり、開示と併せて企業規模に応じた段階的な導入が予定されている。

• 開示要件はTCFDやGHGプロトコル等の広く受け入れられている既存の枠組みに基づいており、既に多くの企業が実施している内容
に類似。SECのGensler委員長は声明で、提案が採択されれば、投資家に一貫性のある比較可能で意思決定に有用な情報を提供でき、
また、発行体に一貫性のある明確な報告義務を提供できるとしている。

• TCFDのBloomberg氏及びShapiro氏、ニューヨーク市会計監査官Lander氏、WBCSD、PRI米国政策責任者Hershman氏等が歓迎の
声明を発表。WBSDは、特に、企業の直接業務とサプライチェーンの両方における気候リスク影響の開示義務付けを評価。

（出所）US SEC “FACT SHEET Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures” 21 March 2022及び各種声明に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

登録企業タイプ
開示遵守日

スコープ1、2の保証スコープ3を除く
全ての開示要件

スコープ3

大規模早期提出会社 2023年度 2024年度
限定的保証：2024年度
合理的保証：2026年度

早期提出会社
2024年度 2025年度

限定的保証：2025年度
合理的保証：2027年度

非早期提出会社 ー
小規模報告会社 2025年度 適用除外 ー

【段階的導入期間】※2022年12月に規則発効し企業が会計年度末12月31日の場合
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➢ EU：移行タクソノミー（タクソノミー拡張オプション）に関する最終報告を公表 

 

➢ WBCSD：気候シナリオ分析を支援する報告書等を公表 

 

今月のピックアップ

EU：移行タクソノミー（タクソノミー拡張オプション）に関する最終報告を公表

• 欧州委員会のサステナブルファイナンスに関するプラットフォーム（PSF） は、3月29日、環境タクソノミーの拡張に
関するオプションとして「移行タクソノミー」に関する最終報告を発表した。同報告書は、2021年7月に公表された
報告書案の最終版である。欧州委員会からの要請により作成されたものであるが、その内容は欧州委員会を拘束しない。

• PSFは、「現行のタクソノミーが二元的な分類であるとの誤解が生じている」とし、環境目的に実質的に貢献する
（Substantial Contribution：SC）活動に加えて、著しく有害な（Significantly Harmful：SH）活動、中間的な
（Intermediate Performance：IP）活動、環境負荷が小さい（Low Environmental Impact：LEnvI）活動の分類を提起。

• グリーンな活動だけでなく、環境負荷が小さい活動、移行や撤退が急務な活動など、経済全体の透明性を高め、企業や
その他の経済主体がそれぞれの移行ストーリーを明確にできるようにすることを提案している。

（出所）Platform on Sustainable Finance. “The Extended Environmental Taxonomy: Final Report on Taxonomy extension options supporting a sustainable transition”
March 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

拡張版タクソノミーの概念的枠組み

✓ 緑：環境目的に実質的に貢献する（SC）活動

✓ 赤：著しく有害（SH）で移行または撤退が急務な活動

✓ 黄：緑と赤の中間的な（IP）活動

✓ 白：環境負荷が小さい（LEnvI）活動

4

移行と中間的パフォーマンスの水準

DNSH基準（著しい害を
与えない）の閾値 SC基準の閾値

著しく有害
W

中間的        
X

実質的な貢献
Y

＜売上高＞

✓ Yに該当する活動をタクソノミー整合としてカウント可能

＜資本支出（CAPEX）＞

✓ 現行では緑の矢印のみがタクソノミー整合としてカウント可能

✓ 拡張版では黄色の矢印を「中間的トランジション」としてカウント可能
（赤の矢印は拡張版でもカウント不可）

実質的に貢献

中間/琥珀色のパフォーマンス
（可能であればグリーン

へ移行）

著しく有害で移行が急務
著しく有害で
撤退が急務

持続不可能

パフォーマンスが
改善を続ければ
サステナブル

グリーンかつ
サステナブル

環境負荷が
小さい

（グリーンな
支出を通じて
グリーン化
可能）

今月のピックアップ

WBCSD：気候シナリオ分析を支援する報告書等を公表

5
（出所）Energy Forum作成, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)協働, Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)支援(2022) “Climate Scenario Analysis

Reference Approach: For companies in the energy system“に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• WBCSDとの協働を経て、エネルギー関連大手企業（エネルギー生産、転換、一次需要）で構成される気候シナリオエネ
ルギーフォーラムが、 TCFD提言に対応した気候関連シナリオ分析を支援する報告書とオンラインプラットフォームを公
表した。TCFDの要請と支援を受けている。

• 報告書「気候シナリオ分析参照アプローチ」では、気候シナリオ参照アプローチと参照するシナリオの分類、「気候シナ
リオカタログ第1.0版」について概説し、それらを使用してエネルギー関連企業がシナリオ分析を行う方法等を示している。

• オンラインプラットフォーム「気候シナリオカタログ第1.0版」は、18のシナリオをカバーしており、投資や需要、排出、
費用、価格等の変数に加えて、ビジネスに関連する変数を新たに追加しており、シナリオの把握や比較ができる。

「気候シナリオ分析参照アプローチ」の概要

<気候シナリオ参照アプローチ>

◼ エネルギー関連企業が気候リスクへの戦略的なレジリエンスを評価するために、既存の公表されている気候シナリオを解釈し、使用
する方法を提示。新たなシナリオは提示しておらず、企業固有のシナリオ等の使用を補完することを意図している。

◼ 気候シナリオに関する3つの分類「気候シナリオ参照ファミリー」を定義。

⚫パリ協定の野心的な1.5℃シナリオ

⚫パリ協定に整合する、2℃を十分下回るシナリオ

⚫現状の政策/BaU（2.5～3.5℃の温暖化）シナリオ

◼ 戦略的レジリエンス分析に有用なシナリオを明確化するとともに、シナリオをより容易に解釈・使用できるようにオンラインプラッ
トフォーム「気候シナリオカタログ第1.0版」を提供。

<気候シナリオカタログ第1.0版>

◼ カタログに含めるシナリオは、主要機関から公開されている多数のシナリオの中から、質や適用可能性に関する選別基準を用いて
18シナリオを選択。IPCCやIEA、IRENA、UN PRI、NGFS等のシナリオが含まれている。

◼ カタログには、エネルギーシステムに特に関連する変数を含めるとともに、既存のシナリオで提供されていないがビジネスに関連す
る変数について、シナリオから抽出や分解、拡張して値を推計し、カタログに含めている。エネルギー容量・サービス、排出、炭素
回収・隔離、需要と消費、投資、費用と価格、マクロ経済及び気候の指標に関する変数が含まれている。

<企業による使用>

◼ シナリオ分析を適用するビジネス分野や主体別の使用方法、気候シナリオカタログからシナリオを選択をする際の一般原則等を提示。
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⚫ 2022 年 5 月 

➢ EU：サステナビリティ報告指令案に基づく報告基準案を公表 

 

➢ FSB：気候関連リスクに対する規制・監督手法の中間報告書（提言）を公表 

 

今月のピックアップ

EU：サステナビリティ報告指令案に基づく報告基準案を公表

• 欧州財務報告諮問委員会（EFRAG）が、4月29日、EUサステナビリティ報告基準（ESRS）の公開草案を公表。パブコメ
を開始した（〆切8月8日）。ESRSの公開草案は、欧州委員会が2021年4月に公表した企業サステナビリティ報告指令
（CSRD）案に基づく法的な報告基準の基礎となるものである。2022年11月までに、ESRSの最終案が公表される予定。

• ESRS公開草案は、TCFD提言における推奨開示事項を網羅しており、一部には追加的な開示要件（環境・社会への影響
も加味したリスク・機会の考慮、既存の主要資産や製品によりロックイン（固定化）された将来の累積GHG排出量、
1.5℃目標と整合した移行計画等）が設けられている。

（出所）EFRAG “Public consultation on the first set of Draft ESRS” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

ESRS公開草案の構成

3

ESRS公開草案における気候変動分野の開示要件（概要）

横断的分野

ESRS 1 一般原則

ESRS 2
一般的な戦略、ガバナンス、
マテリアリティ評価の開示要件

環境

ESRS E1 気候変動

ESRS E2 汚染

ESRS E3 水と海洋資源

ESRS E4 生物多様性と生態系

ESRS E5 資源利用とサーキュラーエコノミー

社会

ESRS S1 自社の労働力

ESRS S2 バリューチェーン上の労働者

ESRS S3 影響を受けるコミュニティ

ESRS S4 消費者とエンドユーザー

ガバナンス
ESRS G1 ガバナンス、リスク管理、内部統制

ESRS G2 ビジネス行動

◼ 戦略、ガバナンス、マテリアリティ評価
⚫ 気候変動の緩和に向けた移行計画（E1-1）：自社のビジネスモデルと戦略について、

気候ニュートラル経済への移行とパリ協定に沿った1.5℃目標への適合を確保するた
めの計画を開示する。

◼ 気候変動の緩和と適応に関する方針、目標、行動計画、リソース
⚫ 管理方針（E1-2）、測定可能な目標（E1-3）、行動計画とリソース（E1-4）

◼ パフォーマンスの測定
⚫ エネルギーの消費量と構成（E1-5）、純売上高あたりのエネルギー強度（E1-6）、

スコープ1~3及び合計のGHG排出量（E1-7~10）、純売上高あたりのGHG強度
（E1-11）、自社事業及びバリューチェーン上のGHG除去量（E1-12）、
炭素クレジットを通じて資金を投じたプロジェクト（E1-13）、製品・サービスに
より回避されたGHG排出量（E1-14）、重要な物理的リスクによる潜在的な財務影
響（E1-15）、重要な移行リスクによる潜在的な財務影響（E1-16）、気候関連機会
による潜在的な財務影響（E1-17）

◼ 気候変動に対する事業戦略及びビジネスモデルのレジリエンス

◼ GHG排出削減目標と関連した役員報酬制度の有無と内容

◼ インターナル・カーボンプライシングの適用有無と内容

◼ シナリオ分析を含む、気候変動に関連する影響、リスク、機会を特定、評価
するプロセス

（上記は、気候変動分野において追加されている開示要件）

今月のピックアップ

FSB：気候関連リスクに対する規制・監督手法の中間報告書（提言）を公表

• 金融安定理事会（FSB）は、監督・規制当局が気候変動によるセクター横断的なリスクやシステミックリスクをモニタリ
ング、管理、軽減するためのアプローチを策定し、セクターや法域を超えた一貫したアプローチの推進支援を目的とし
た報告書を公表。報告書における提言に対するパブリックコンサルテーションを開始した（〆切6月30日）。

（出所）FSB “Supervisory and Regulatory Approaches to Climate-related Risks: Interim Report”, 29 April 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 4

金融機関からの
監督・規制上の
報告と気候関連
データの収集

気候関連リスク
を評価するため
のシステム全体
の監督・規制手
法

1. 監督・規制当局は、気候関連リスクに対する監督・規制に必要な情報の特定を加速し、気候リスクの評価とモニタリングに役立つ気候関連
データと主要指標の特定、定義、収集に取り組むべき。

2. 気候関連報告データに係る金融機関のガバナンスやプロセス及びコントロールに関する監督的モニタリングや金融機関の内部監査部によるレ
ビューはデータの信頼性を高める可能性があり、これに関する監督上の期待の確立が有用。適切な場合には、気候関連データの信頼性を強化
するために各国・地域の法的・規制上の枠組内で第三者検証の必要性を検討すべき（グリーンウォッシングリスク回避上も重要）。

3. 法域や部門間の一貫性を高めるため、①急性・慢性リスクを含む物理的リスク②技術開発、行動変容・社会的変化、政策変更を含む移行リス
ク③物理的リスク・移行リスクとは別に（又はそのサブセットである）負債リスクについての共通の定義（基準設定機関及び国際機関によっ
て提案された定義など）の使用を検討すべき。

4. 監督・規制目的のために一般的なディスクロージャー以上の具体的な気候関連情報が必要とされる範囲内で、①金融機関に対しまずは定性的
情報を、入手しやすくなっている定量的情報（完全な情報が入手できない場合には代理変数又は推定値の使用を含む）による補足とともに、
監督当局に報告するよう求めるべき。②データと測定方法の利用可能性と質が向上するにつれて、当局はより高い報告基準及び/又は義務的な
報告要件に移行すべき。このようなデータの質の強化と利用可能性の向上は、おそらく同時に進めることが可能。

5. 当局及び基準設定機関に、今後の作業の一部として共通の規制上の報告枠組に向けた国際的協調を推奨。

主な提言の内容（概要）

1. 当局手法では企業レベルのミクロ・プルーデンス対策に加え、金融システム全体にわたる気候関連リスクの潜在的な広範な影響を考慮すべき。
2. 各法域に、マクロ・プルーデンスツールとしての気候シナリオ分析とストレステストの利用拡大を奨励。分析には①物理的リスク及び移行リ

スク②主要な金融部門（銀行、保険、資産運用会社、年金基金）③物理的リスクと移行リスク、地理的リスクと部門別リスクの相互依存性、
並びに金融リスクへの影響に関する理解の向上④間接的エクスポージャー、リスク移転、スピルオーバー、フィードバック・ループ等を含む。

3. 気候シナリオ分析とストレステストを設計する際は、システム全体の見通しが最もよく得られる方法を採用すべき。気候関連リスクの部門横
断的でシステム全体的な側面を捉えるには、規制当局レベルで完全に分析を行う「トップダウン方式」又は規制当局のガイダンスに基づき金
融機関が分析する「ボトムアップ方法」とトップダウン方式を組み合わせた「ハイブリッド方式」が考えうる。また、動的なバランスシート
予測は、金融機関の将来行動を長期的に想定する上での課題はありつつも二次的効果や潜在的なフィードバック・ループを把握する上で有用。

4. 将来的には、考慮すべき金融リスクの範囲を、信用リスクや市場リスクを超えて流動性リスクや保険（引受）リスク等まで広げるべき。
5. 法域内の当局間の協力と調整を奨励。例えば、システム全体を対象とした共同シナリオ分析や気候関連リスクのストレステスト等。
6. 当局の手法の発展に応じて国境を越えた調整と協力に向け積極的な対話を行うべき。この際、基準設定機関や国際機関は重要な基盤を提供。
7. NGFSは、気候シナリオの改良・開発作業を継続すべき。当局は、分析データと方法論の整合のため適宜これを活用すべき。

1. 気候関連のシステミックリスクに対処するべく、既往文献や基準設定機関・当局の作業から、ミクロプルデンシャル対策を補完するマクロプ
ルデンシャル政策やツール、トレードオフの考察についての初期的な考え方を紹介。

2. 当局及び基準設定機関に対し、規制・監督枠組の適切な強化について近い将来に調査・分析を行うことを奨励。

マクロプルーデ
ンス政策・ツー
ルの初期的検討
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➢ 英国：移行計画のフレームワークを開発 

 

⚫ 2022 年 6 月 

➢ GFANZ：ネットゼロ経済への移行に向けた金融機関向けガイダンス案を公表 

 

今月のピックアップ

英国：移行計画のフレームワークを開発

5（出所）TPTウェブサイト、及びTPT (2022) “A Sector-Neutral Framework for private sector transition plans   Call for Evidence“に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 英国大蔵省は、4月25日、気候移行計画のゴールドスタンダードを開発する移行計画タスクフォース（TPT：Transition 
Plan Taskforce）を設立した。2023年から大企業及び特定の金融セクター企業に移行計画の公表が義務付けられることも
踏まえ、TPTの取組により、企業や金融機関がネットゼロ達成のための厳格な計画を策定することを確実にして、脱炭素
化を推進し、グリーンウォッシュを防ぐ取組の促進を支援する。TPTは2年間の期限付きで活動し、グラスゴーネットゼロ
金融同盟（GFANZ）や国際サステナビリティ基準委員会（ISSB）とも協力する予定。

• TPTは、5月11日、民間セクターの移行計画のためのセクター中立フレームワークに関するエビデンスの招請を開始した
（7月13日まで）。TPTは本協議終了後に詳細フレームワークを開発し、この詳細フレームワークは特定の金融機関と上場
企業に堅牢な移行計画を公表させる英国政府からの新たな要請の参考となる予定である。

民間セクターの移行計画のためのセクター中立フレームワークの概要

<目的>

◼ 民間セクターの移行計画のためのセクター中立フレームワークは、ネットゼロへの移行の一部として、脱炭素化と経済全体の脱炭素
化支援の方法を定める金融機関及び企業向けに、ガイドラインを確立することを目指す。

◼ 今後のフェーズで、TPTはセクター別移行計画テンプレートと、目標・指標に関する付随ガイダンスを開発する予定。

<原則>

◼ 移行計画に関して新たに出現している文献をとりまとめ、以下の3つの原則を提示。

⚫経済全体のネットゼロ移行と整合する：目標、予想排出軌道及び計画は、特定の時点までの特定の世界気温目標の達成と互換性があ
るべきで、理想的には2050年までにオーバーシュートがない又は低い、1.5℃シナリオ。計画は組織全体をカバーすべき。

⚫短期を強調する、明確なガバナンスメカニズムにより裏打ちされた具体的な行動に焦点を置く：計画では、今後3～5年以内に実施
する行動と、進捗の評価と、ネットゼロ経済への移行との整合の説明に使用できる暫定的なマイルストーンを設定すべき。計画は、
全体的なビジネス及び投資戦略に統合され、一貫性があり、明確なガバナンスプロセスによって裏打ちされるべき。

⚫透明性のある方法での定期的な報告と検証を可能にする：ステークホルダーのフィードバックメカニズムを定め、定量化可能で期限
付きのKPIsの採用を通じて、進捗に関する年次報告書に関する検証が可能であるべき。

<要素>

◼ 移行計画がカバーすべき主要要素に関する議論の開始点として、既存の枠組・計画に共通する要素（以下）・サブ要素を提示。
a. 野心
b. 目標設定
c. 管理活動及び計画

d. 内部     
e. 製品・     
f.           ：         /        

g.           ：公的    
h.           ：同業他社
i. 計測及び       

j.    、        、及び説明責任
k.        、役割、及び責任

今月のピックアップ

GFANZ：ネットゼロ経済への移行に向けた金融機関向けガイダンス案を公表

• ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟（GFANZ）は、金融機関がネットゼロへの移行の一環として行動を促進し、具
体的なステップと全体的な事業戦略を変更するための枠組みである「ネット・ゼロ・トランジション計画（NZTP）」の
草案を公表、パブコメを開始した（〆切7月27日）。本草案は、金融機関がネット・ゼロ移行計画を策定・実行するため
の推奨事項およびガイダンスを提示したものであり、TCFDによるガイダンスを補完するもの。また、併せて、ネットゼ
ロ・トランジションを支援するツール、フレームワーク、リソースも公表。

（出所）GFANZ “Towards a Global Baseline for Net-zero Transition Planning”及び”Recommendations and Guidance on Financial Institution Net-zero Transition Plans 
(June 2022)” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 3

金融機関のためのセクター別経路に関するガイダンス セクター毎の経路の比較と評価の為のフレームワークを提供。

実体経済移行計画への期待に関する紹介文書 既存の移行計画ガイダンスの中で、金融機関の意思決定に関連する構成要素を概説。

ポートフォリオ整合測定に関するコンセプト文書 ポートフォリオの整合性測定に関するワークストリームの計画を概説。

高排出資産の段階的廃止に関する報告文書 高排出資産の段階的廃止を支援するための9つのアクションを設定。

ガバナンス

指標と目標

◼ 2050年ネット・ゼロを達成するための短期、中期、長期的な野心、コミットメント、戦略

◼ 移行計画に関連する前提、範囲、不確実性、主要な方法論

◼ 財務計画、予算、財務目標

◼ 予想されるリスク、利益、影響

◼ ４つの優先すべきアプローチ

⚫ 高排出源を代替するネット・ゼロ技術やサービスの開発拡大への資金提供

⚫ 1.5℃経路を整合性あるものとしている企業への支援強化

⚫ 実体経済企業の各セクター毎の1.5℃経路に沿った事業活動の支援

⚫ 高排出資産の段階的廃止の加速

実装戦略

1)製品・サービス

2)活動内容・意思決定

3)方針・条件

1)顧客・投資先企業

2)産業

3)政府・公共部門

1)役割・責任・報酬

2)スキル・カルチャー

根幹

1)目的・優先順位

1)指標と目標

エンゲージメント戦略

◼ 移行戦略がどのように製品・サービスに組み込まれ
ているか

◼ 意思決定プロセスへの移行戦略の組み入れ

◼ 地球規模の気候変動に著しく寄与するセクターや活
動への投資やサービス提供を管理する条件

◼ 顧客や投資先企業の優先順位付
けを含む、エンゲージメントの
目的およびアプローチの概要

◼ エンゲージメント活動の進捗、
成果

支援ツール、フレームワーク等

GFANZ公開草案の開示推奨項目 概要（根幹、実装戦略、エンゲージメント戦略のみ抜粋）GFANZ公開草案のフレームワーク
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➢ 英国 FRC：戦略的報告書に関するガイダンスを更新 

 

➢ 欧州：タクソノミーにおける天然ガス火力の位置づけに関する動向 

 

今月のピックアップ

英国FRC：戦略的報告書に関するガイダンスを更新

4（出所）2022年6月16日付FRCニュース”Update to the FRC’s Guidance on the Strategic Report”、及びFRC (2022) “Guidance on the Strategic Report“に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 英国財務報告審議会（FRC）は、今年初めに行われた英国会社法2006の法改正に伴い、新たな気候関連財務情報開示を取
り入れた「戦略的報告書に関するガイダンス」の最新版を発行した。対象企業は、2022年4月6日以降に開始する会計年度
から気候関連財務情報開示を求められる。

• ガイダンスでは、法律に規定された気候関連開示の対象機関と開示内容、及び開示の省略について改めて説明している。

「戦略的報告書に関するガイダンス」セクション7C 戦略的報告書：気候関連財務開示の内容

<本セクションの対象>

7C.1  法律は、特定の機関に対して特定の「気候関連財務開示」を作成することを求めている。対象となる機関は、 (a) 従業員数500人超の公益事業
体（PIE）、 (b) 従業員数500人超で、AIM（Alternative Investment Market）で認められた証券を有する英国の登録企業、 (c) 上記区分に含ま
れない英国の登録企業で、売上高が5億ポンド超（高売上高企業）で、従業員数500人超の企業。

7C.2 有限責任事業組合(会計及び監査)(企業法2006の適用)規則に従い、従業員500人超で売上高5億ポンド超のLLPsも開示を求められる。

<内容要素>

7C.3 セクション414CBは、対象機関が実施する気候関連財務開示の詳細を示している。必要な開示は、

(a) 気候関連リスク・機会の評価・管理に関連する企業のガバナンスの取り決めの説明

(b) 企業が気候関連リスク・機会を特定・評価・管理する方法の説明

(c) 気候関連リスクを特定・評価・管理するためのプロセスが企業全体のリスク管理プロセスにどのように統合されているかの説明

(d) 以下の説明 (i) 企業の事業に関連して発生する主な気候関連リスク・機会、 (ii) それらのリスク・機会が評価される参照期間

(e) 企業のビジネスモデルと戦略に対する主要な気候関連リスク・機会の実際の及び潜在的な影響の説明

(f) 様々な気候関連のシナリオを考慮した、企業のビジネスモデルと戦略の回復力の分析

(g) 気候関連リスクを管理し、気候関連機会を実現するために企業が使用する目標と、それらの目標に対するパフォーマンスの説明

(h) 気候関連リスクを管理し、気候関連機会を実現するために使用される目標に対する進捗の評価に使用されるKPIsと、それらのKPIsが基づく計
算の説明

7C.4  これらの要件の適用において企業とLLPsを支援する拘束力のないQ&A形式ガイダンスはBEISが作成し、ウェブサイト上で利用可能。(*URL略)

<マテリアリティ>

7C.5 企業の取締役が、企業の事業の性質及び事業の遂行方法を考慮して、7C.3(e)、(f) 、(g)、又は(h)で要求される気候関連財務開示の全部又は一
部が企業の事業を理解するために必要ではないとを合理的に信じる場合、取締役は気候関連財務開示の全体又は（必要に応じて）関連部分を省
略することができる。

7C.6 取締役がセクション414CB(4A)に基づいて気候関連財務開示の全部又は一部を省略する場合、非財務及び持続可能性情報ステートメントは、
7C.5に記載されている取締役の合理的な信念について明確かつ合理的な説明を提供する必要がある。

今月のピックアップ

（出所）欧州委員会 2月2日付プレスリリース、欧州議会6月14日付及び7月6日付プレスリ
リースに基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

5

＜EUにおける議論の動向＞

2022年2月

• 欧州委員会がEUタクソノミー規則に関する補完気候委任
法を採択。要件付きで天然ガス火力と原子力を気候変動の
緩和に貢献する「移行的活動」※として位置付け。以降、
欧州議会と欧州理事会が精査を開始。

※ 技術的・経済的に実現可能な代替案がなく、業界最高のパフォーマンスを示し、炭素を
ロックイン（固定化）せず、低炭素代替技術の開発・普及を妨げないもの。

2022年6月

• 欧州議会の経済金融委員会と環境・公衆衛生・食品安全委
員会による合同会議において、欧州委員会の提案に対する
異議申し立てを採択（賛成76票、反対62票、棄権4票）。

• 合同会議の議員らは、持続可能な経済への移行における天
然ガス火力と原子力の役割を認識しつつも、タクソノミー

規則の基準を尊重していないと指摘。

2022年7月

• こうした中、欧州議会の本会議は、欧州委員会の提案に対
する異議申し立てを否決（賛成278票、反対328票、棄権
33票）。結果的に欧州委員会の提案が承認された格好。
7月11日までに欧州議会及び欧州理事会が異議を唱えない
限り、補完気候委任法は2023年1月1日より施行予定。

（出所）英国財務省6月9日付プレスリリース及び「Greening Finance: A Roadmap 
to Sustainable Investing」、IIGCC, PRI, UKSIF 6月21日付公開書簡に基づき
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

欧州：タクソノミーにおける天然ガス火力の位置づけに関する動向

＜英国における議論の動向＞

2021年6月～10月

• 英国財務省は、2021年6月、英国の文脈に合わせたグリー
ン投資基準（英国版グリーンタクソノミー）の開発・実装
について政府に助言を提供する独自専門家グループ
「Green Technical Advisory Group」を設置。

• 同省は、2021年10月、事業会社、金融機関・投資家向け
のサステナビリティ開示要件に関するロードマップを提示。
企業が環境に与えるインパクトに関する指標・目標として
「英国版グリーンタクソノミー」を活用するとし、2022
年以降にタクソノミーの技術的スクリーニング基準に関す
る市中協議を実施する意向を表明。

2022年6月

• 気候変動に関する機関投資家グループ（IIGCC）、国連責
任投資原則（PRI）、英国サステナブル投資金融協会
（UKSIF）の3組織は、英国政府に対して英国版グリーン
タクソノミーに天然ガス火力を含める可能性に強い反対を
表明する公開書簡を発行（原子力への言及は無し）。

• 公開書簡は、英国版グリーンタクソノミーの信頼性とサス
テナブルファイナンスに関する英国の指導的立場を損なう
と指摘。エネルギー安全保障に関する短期的な考慮事項を
タクソノミーと混同してはならず、投資家に「誤解を招く
シグナル」となるリスクがあると主張。



33 

 

⚫ 2022 年 7 月 

➢ G7 及び FSB：気候関連金融リスクに対処するための FSB ロードマップの進捗等 

 

➢ EU：タクソノミーにおけるミニマム・セーフガード基準を提案 

 

今月のピックアップ

G7及びFSB：気候関連金融リスクに対処するためのFSBロードマップの進捗等

3
（出所）G7首脳コミュニケ（2022年、外務省仮訳）、2022年7月14日付FSBプレスリリース及びFSB (2022) ”FSB Roadmap for Addressing Financial Risks from Climate Change: 2022 progress 

report” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 6月26日から28日にかけてドイツでG7エルマウ・サミットが開催された。採択されたG7首脳コミュニケでは、G20「サス
テナブル・ファイナンス・ロードマップ」の実施の支持と、「気候関連金融リスクに対処するための金融安定理事会
(FSB)ロードマップ」の支持、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の立ち上げ及び作業の進捗への歓迎等が示された。

• また、FSBは、7月15日から16日にかけてインドネシア・バリで開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議に提出した
「気候関連金融リスクに対処するためのFSBロードマップ」に関する最初の年次進捗報告書を公表した。

G7首脳コミュニケの気候ファイナンスに関する主な内容

• G20「サステナブル・ファイナンス・ロードマップ」の
実施を支持し、他者に対し、サステナブルなファイナン
スを拡大するためにその行動を採用することを求める。

• 「気候関連金融リスクに対処するための金融安定理事会
ロードマップ」を支持する。

• 国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)の立ち上げ及び
サステナビリティ報告基準のグローバルなベースライン
に関する作業の進捗を歓迎する。

• 義務的な気候関連財務情報開示を支持し、自然関連財務
情報開示タスクフォース(TNFD)の提言に期待する。

• 排出削減対策が講じられていない国際的な化石燃料エネ
ルギー部門への新規の公的直接支援の2022年末までの終
了にコミットする。この文脈で、また、ロシアのエネル
ギーへの依存のフェーズアウトを加速させる目的で、液
化天然ガス(LNG)の供給の増加が果たすことのできる重
要な役割を強調し、この部門への投資が現在の危機に対
応するために必要であることを認識する。このような例
外的な状況において、明確に規定される国の状況に応じ
て、気候目標と合致した形で、ロックイン効果を創出す
ることなく実施されるなら、ガス部門への公的に支援さ
れた投資が一時的な対応として適当であり得ることを認
識する。

FSBロードマップ：2022年進捗報告書の概要

• ロードマップの4つのブロック全てに進捗があった。

➢ 企業レベルの開示
ISSBによる2つの公開草案の公表はマイルストーンとなった。
市場で採用する準備が整った最終的なグローバルベースライ
ン気候報告基準のタイムリーな発行が非常に重要。開示の信
頼性を推進するためのグローバルな保証基準の重要性につい
ての認識も高まっている。

➢ データ
気候関連データの入手可能性と比較可能性を改善する作業が
継続されている。金融リスクに関する共通指標の確立をさら
に調整することが優先事項。データレポジトリの確立も重要。

➢ 脆弱性の分析
現在利用可能なツールを使用した継続的な監視、概念枠組の
開発、シナリオ分析のさらなる開発の作業が継続されている。

➢ 規制監督上の実務とツール
監督上のリスク管理期待やガイダンス等、多くのイニシアチ
ブが完了又は進行中。金融当局は気候関連リスクの監督を全
体的な監督枠組に組み込み続けるべき。

• 進捗はしているものの、気候変動から生じる金融リスク
とそれらに対処するために必要な政策アプローチの理解
はまだ初期段階にある。FSBロードマップは、今後もこ
の点で強力な進捗をサポートする。

今月のピックアップ

EU：タクソノミーにおけるミニマム・セーフガード基準を提案

• 欧州委員会のサステナブルファイナンスに関するプラットフォーム（PSF）は、7月11日、 タクソノミー規則における
ミニマム・セーフガード基準の遵守を評価する基準案を発表し、パブリックコメントを開始した。

• タクソノミー規則第18条は、環境的にサステナブルな経済活動に関する基準の一つとして、企業が「OECD多国籍企業行
動指針」及び国連「ビジネスと人権に関する指導原則」へ準拠することをミニマム・セーフガードと規定している。

• PSFは、欧州委員会が別途提案している企業サステナビリティ報告指令（CSRD）案や企業サステナビリティ・デュー・
ディリジェンス指令（CSDDD）案も踏まえて、ミニマム・セーフガードの中核的テーマを「人権」「贈収賄・汚職」
「税」「公正な競争」の4つとし、これらの遵守基準案を提示している。

• パブリックコメントの実施後、2022年9月に公表予定のPSFによる最終報告書を踏まえて、欧州委員会がミニマム・セー
フガードに関する追加的ガイダンスの必要性を評価することとなっている。

（出所）Platform on Sustainable Finance “Draft Report on Minimum Safeguards” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 4

ミニマム・セーフガードの遵守基準案

人権 贈収賄・汚職 税 公正な競争

CSRD適用対象
のEU企業

① 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」やOECD多国籍企
業行動指針に示される適切な人権デュー・ディリジェンスの

プロセスを確立していない

② 人権デュー・ディリジェンスの非実施、及び/又は人権侵害の

兆候（労働法または人権に関する有罪判決、OECD各国連絡
窓口が受理した問題提起への対応拒否、ビジネスと人権リ
ソースセンターによる申し立てへの無回答）がある

① 腐敗防止のプロセス
を導入していない

① 税務のガバナンスと
コンプライアンスを

重要な監督要素とし
て扱っておらず、適
切な税務リスク管理
戦略・プロセスが存
在しない

① すべての競争法及び
規則を遵守すること

の重要性について、
従業員の意識向上を
図っていない

② 企業またはその上級
管理職（子会社の上

級管理職を含む）が
汚職で有罪判決を受

けたことがある

② 企業またはその子会
社が税法違反で有罪

判決を受けたことが
ある

② 企業またはその上級
管理職（子会社の上

級管理職を含む）が
競争法違反で有罪判

決を受けたことがあ
る

EU域外企業、
及びCSRD施行

前のEU企業

① 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に沿った適切な人
権デュー・ディリジェンスを実施していない（開示の監査・

保証が任意であるため、World Benchmark Alliance等の
データソースを活用して評価）

② 上記②と同様

• 各中核テーマにおける2つの基準のいずれかに該当する場合、その企業はミニマム・セーフガードを遵守していないとみなされる。
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➢ IFRS：ISSB 公開草案に対する主要機関の反応（1）PRI、（2）UNEP FI 等国連 7 機関 

 

 

 

今月のピックアップ

IFRS：ISSB公開草案に対する主要機関の反応（1）PRI

5（出所）PRI consultation response on International Sustainability Standards Board (ISSB) Exposure Drafts, 28 July 2022 – うち”CONSULTATION RESPONSE EXPOSURE DRAFT IFRS S2 CLIMATE-
RELATED DISCLOSURES, July 2022”に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• PRI は、ISSB による一般要求事項（S1）及び気候関連開示（S2）の公開草案に対するコンサルテーション回答案を公開
（6月23日ドラフト公開、署名機関の意見募集の後、7月28日に提出版を公表）。公開草案の構造と内容を歓迎しつつ、
IFRSの持続可能性開示基準に基づく報告が、責任ある投資家の情報ニーズを確実に満たすよう提言。気候関連開示基準に
対する主なコメントは下記。

◼ マテリアリティ評価に関する開示要件を拡大
⚫ 重要性を評価するための基準のアプローチ（リスクと機会の特定

を含む）を改良。(i) 重要と見なされたものと見なされなかったも
のに関する開示を含む、この評価のための報告主体のプロセスに
関する開示要件を拡大する。(ii) ガバナンス、戦略、及びリスク管
理の下での他の関連する開示要件に関連する重要性を評価するた
めのより明確なプロセスを報告事業体に提供する。

◼ ガバナンス機関のメンバースキルや報酬等に関する開示要件を追加
⚫ 基準に概説されるプロセスと手順の実施に関するガバナンスにつ

いて、(i) 前回の報告期間における気候関連の論争やその他の関連
事象の報告、(ii) 報酬に関するより詳細な開示要件を追加。

◼ リスク管理に関するより詳細な開示要件を定める
⚫ リスクに関する開示要件はリスク管理のそれよりも詳細なことを

受けて、気候関連リスクと機会の両方について一貫した開示を確
実にするため、リスク管理に関する追加の開示を要求。

◼ 気候シナリオ分析の要求
⚫ TCFD提言に従い、企業報告書に気候シナリオ分析の利用を義務

付ける。
◼ 移行戦略に関する開示要件を追加

⚫ 中間マイルストーンや使用した定量的なKPI、主要な依存事項、
基本戦略を遂行するための短期的な行動、エンゲージメント活動
の調整、移行の資金調達に関する情報、実施に責任を負う個人及
びガバナンスの構造、必要に応じてネットゼロ整合計画に関する
報告など、移行計画に関する追加の開示要件を盛り込む。

◼ 気候リスク・機会の現在のおよび予想される影響に関する要求
⚫ 定量的開示の基礎となるインプット、計算方法論、前提条件、

不確実性、特に財務的影響や産業横断的指標に関するものにつ
いて報告するよう事業体に義務付ける。これにより、報告の検
証可能性が高まり、各地で進行中の規制や基準設定イニシアチ
ブとの整合性が向上する。

◼ 物理的リスクへのエクスポージャーに関する情報開示を強化
⚫ 投資家が必要とするデータの入手可能性を改善し、現在進行中

の地域的な規制イニシアチブとの整合性を図るため、産業横断
的なレベルでの物理的リスクへのエクスポージャーに関する開
示を強化する。

◼ 指標・目標を適用する際の産業別要求事項に開示要件を追加
⚫ PRIが列挙する最もエネルギー集約度の高い12部門について、

産業別指標とそれに対応する目標の開示を義務付ける。これに
は、スコープ1、2、及び重大なスコープ3排出量の現在及び将来
を見通す（5年および10年間隔の）データ収集が含まれるべき。

⚫ 産業ベースのGHG排出量の指標を改訂し、スコープ1とスコー
プ2のGHG排出量、およびスコープ3のGHG排出量を、部門横断
的な要件と整合的に含める。

⚫ 石油、ガス、公共セクターなど多くの主要エネルギー産業で重
要なGHGであるメタンについて、移行リスクエクスポージャー
をより良く示すため、産業ベースの要件を改訂する。

◼ その他（開示データの一貫性向上のための例示やガイダンスの追
加、新興国キャパビルの奨励等）

気候公開草案に関するISSBに対するPRIの主な提言（7月28日提出版より）

今月のピックアップ

IFRS：ISSB公開草案に対する主要機関の反応（2）UNEP FI等国連7機関

6
（出所）2022年6月29日付UNEP FIプレスリリース及び”Joint Statement on the Standards to be developed by the International Sustainability Standard Board (ISSB)”に基づき

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 国連環境計画・金融イニシアチブ（UNEP FI）、国連開発計画（UNDP）、国連貿易開発会議（UNCTAD）、国連資本開
発基金（UNCDF）、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、国連経済社会局（DESA）、国連地域委員会の国連7機関は
ISSBが実施しているパブリックコメントにて共同声明を提出。

• 共同声明の中で、ISSBの基準はサステナビリティに関する情報開示のグローバルな集約の支援、ビジネス戦略やマネジメ
ントの中にサステナビリティの観点を組み込むための支援をしていると評価。一方で、企業価値とそれに影響を与える要
因の解釈が不十分な場合、重要なサステナビリティの機会を逃しリスクを高める可能性、報告企業により選択的な開示を
引き起こす可能性があるとし、リスクに対応するための3つの提言を行った。

<企業価値を評価するための包括的で将来を見据えたアプローチの必要性>

• 新型コロナウイルス、ロシアによるウクライナ侵攻などのリスクが顕在化すると政府による規制措置が実施され、企業価値に影響
を与える可能性がある。そこで、企業の評価視点に、現在の変化やメガトレンドに対応する能力、将来的に財務的な問題に発生す
る可能性のあるサステナビリティに関するリスクと機会を考慮することができる能力を含めることが重要とした。

<報告企業による選択的開示を回避する必要性>

• 現行のISSBの基準案では、報告企業が重要だと考えるものに基づき、開示するものを決定する責務を負っている。これは同業種の
企業間で、異なるサステナビリティのテーマについて報告する等、選択的な情報開示につながる可能性があり、投資家の判断材料
に必要なすべての情報にアクセスできなくなる危険性があると指摘。

• ISSBの基準は、全企業共通のコア指標のリストを報告することを最低限要求し、業界固有の指標で補完することを提案。

<基準改善のために考慮すべき追加要素>

• ISSBの基準改善に向けて、以下４つの追加要素を提言。

• サステナビリティの分析と管理に関する明確なガイダンスの作成

• 科学的根拠に基づくサステナビリティの目標設定と長期的にパフォーマンスを向上させる計画策定の奨励

• 地理的な条件を含めた情報開示

• 長期的な時間軸（20年以上）の明確な採用

• 最後に、途上国を負の波及効果から守る必要性を指摘し、途上国のキャパシティとニーズの支援計画のビジョンの提示を求めた。

< リスク対応の３つの提言>概要
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⚫ 2022 年 8 月 

➢ IFRS：ISSB 公開草案に対する主要機関の反応 

（1）UNEP FI、（2）ネットゼロ・アセットオーナー同盟 

 

 

今月のピックアップ

IFRS：ISSB公開草案に対する主要機関の反応 (1) UNEP FI

3（出所）“UNEP FI Response to the IFRS/ISSB General Requirements Exposure Draft”, July 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• UNEP FIは、ISSBの公開草案 IFRS S1号「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項（案）」に対す
るUNEP FIのフィードバックを公表した。

• TCFDやSASB基準等の世界で認知された多くの基準に基づくことや、財務開示とサステナビリティ開示との整合、企業が
全てのサステナビリティ関連トピックをそれらの相互関係も含めて考慮する必要があること、セクター固有課題と横断的
課題の両方が考慮されていること、リスクと機会の双方が認識されていることを歓迎した。

• 一方、企業価値の定義や、開示が必要な情報の根底にある行動の適切な実施方法に関するガイダンス、「リスクバイア
ス」の存在、文書の構成については改善の余地があるとした。

◼ 4つのセクション間には繰り返しがある等、文書が長く複雑な構造となっている。その結果、事業体が何を
報告すべきかを正確に特定することが困難となっている。

ISSB公開草案「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項（案）」に対するUNEP FIの提言（概要）

企業価値の定義の明確
化

ガイダンスが不十分

◼ 付録Aでは企業価値を「事業体の株式価値(時価総額)と事業体の純負債価値の合計」と定義しているが、S1
の目的が狭義の市場価値ではなく、序文にある通り広く企業の健全性とレジリエンスにある場合、この定
義は部分的でしかない。UNEP FIは後者を推奨。企業価値の範囲（目的）を明確にすること、付録Aではな
く文書の早い段階で明確な定義を含めること、狭義の定義とする場合はそれを明確にして説明するべき。

◼ 特に重要な、サステナビリティ関連リスクと機会を特定し開示するためのリソースが不十分である。
◼ 自然関連の影響と依存関係のENCORE、OECD多国籍企業ガイドライン、国連ビジネスと人権指導原則、

UNEP FIポジティブインパクトのセクター別インパクトマッピングや関連ツール等、報告作成者が特定の目的
のために参照可能な追加的規範やリソースの参照を検討すべき。又は、インパクトマネジメントプラット
フォームのようなウェブベースのリソースを参照することもあり得る。

◼ サステナビリティ関連の重要なリスクと機会の特定に関する、より具体的な要件とガイダンスを盛り込むべき。

◼ 「リスクバイアス」が存在しており、等しく重要である機会の扱いにあまり注意が向けられていない。
◼ 例えば、「リスク管理」を「サステナビリティ・マネジメント」または「サステナビリティ・リスクと機

会の管理」と改称し、パラグラフ11(c)を「サステナビリティリスクと機会の管理：サステナビリティに関
するリスクと機会を特定、評価、管理するために用いられるプロセス」とすべき。

リスクバイアスの存在

構成の改善

今月のピックアップ

IFRS：ISSB公開草案に対する主要機関の反応 (2)ネットゼロ・アセットオーナー同盟

4（出所）”NET-ZERO ASSET OWNER ALLIANCE STATEMENT ON THE ISSB CLIMATE EXPOSURE DRAFT”, 28 July 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA)は、ISSBの公開草案 IFRS S2号「気候関連開示（案）」を支持し、歓迎する声
明を発表した。その上で、特に次の事項を推奨した。

ISSB公開草案「気候関連開示（案）」に対するNZAOA声明（概要）

◼ 「重大な（significant）」気候関連のリスクと機会という言葉を削除または定義すべき。既存の気候関連報
告の枠組では使用されておらず解釈に幅がある。また、情報開示の判断に「マテリアリティ」を推奨する
IFRSガイダンスとも矛盾。

◼ ネットゼロの政府公約が世界のGDPの90%をカバーする昨今、ネットゼロを宣言する国では政府公約を移行
計画と目標設定に明示的に統合する必要がある。

◼ 移行計画に次の開示要件を追加で組み込むことを推奨：基本的な戦略を実現するために合意された短期的な
アクション、エンゲージメント活動の整合化、移行に係る資金調達に関する情報、実装に責任を負う個人と
ガバナンス構造の詳細。

◼ 共通のGHG目標設定テンプレートの使用を推奨（付属書2として提案）
◼ 企業報告で気候シナリオ分析の使用を要求すべき：

⚫ 気候シナリオ分析の開示は、必ずしも定量的な演習ではなくとも記述ベースでも良い。気候関連リスク・
機会が時間の経過とともにどのように進化するかについての学習プロセスを開始するものであること。

⚫ シナリオ分析では、企業のビジネスモデルと投資計画がパリ協定の1.5℃シナリオ(または国際的に認めら
れた最新の基準)とどの程度整合しているかを評価する必要がある。

◼ 産業別の指標及び目標について：
⚫ 最もエネルギー集約的な12のセクター（付属書3に提案）については産業別指標の開示を要求すべき。
⚫ 産業横断的指標にスコープ1、2、及び重要な場合はスコープ3の排出量が挙げられていることを高く評価

するが、付録Bの産業別開示要求と整合していない（例：B11 石油・ガス探査および生産）。
⚫ 産業別の提案には、過去データに加え（5 年および 10 年の）将来見通しに基づく要件を含めるべき。

◼ メタンに関する産業セクターの要件を改訂すべき。CO2eとして集計せず、石油・ガスおよび公益事業にお
けるメートルトン当たりメタン量の測定値およびメタン強度の測定値の開示が別途あるべき。

ISSBとその気候公開草案の
確立における進展を認識

◼ 気候関連開示草案が、TCFD提言とSASBスタンダードを基礎として、グローバルなベースラインとして
機能することを目指していることを歓迎。他方、SASBスタンダードの拡大に留意し、ISSB基準を目的
に合ったものとするためにはタイミングの問題を解決すべき、と見ている。

開示の一貫性と適切な粒度
を確保するためのISSBへの
推奨事項

◼ 持続可能性関連報告基準の相互運用性を確保するため、各国・地域規制当局の継続的な関与を奨励。相互運用性
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➢ EU：ESRS 公開草案に対する主要機関の反応（1）PRI、（2）ICMA 

 

 

 

今月のピックアップ

EU：ESRS公開草案に対する主要機関の反応（1）PRI

5
（出所）”CONSULTATION RESPONSE: KEY RECOMMENDATIONS, PUBLIC CONSULTATION ON THE FIRST SET OF DRAFT EUROPEAN SUSTAINABILITY REPORTING STANDARDS (ESRS), 

August 2022” (PRI, 2022)に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• PRIは、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が公表した欧州サステナビリティ報告基準（ESRS）の公開草案に対するコ
メントを公表した。公開草案の公表を歓迎し、その内容を広く支持しつつ、ESRSに基づく報告が責任ある投資家の情報
ニーズを満たすように提言している。主要な提言は下記の通り。

◼ セクション1：ESRS公開草案全体の関連性
⚫ 報告の整合性を高めるため、TCFD提言のコア要素に基づく開示

を可能にする4つ目のオプションを含める。
⚫ (i)全ての源から生じるリスク、機会及び影響の間の相互関係の考

慮、(ii)人々、地球及び環境に対する全体的な財務的結果と影響の
測定のためのリスク、機会及び影響の集計に関する追加のガイダ
ンスと開示要件を含める。

⚫ 重要性評価に関する追加的なガイダンスを含める。
⚫ 企業が重要性評価の際に、(i)企業サステナビリティデューディリ

ジェンス(CSDD)指令案の下での環境及び人権への実際の及び潜
在的な悪影響、(ii)子会社から生じるサステナビリティ課題の側面
を考慮することを推奨する。

⚫ 政治的関与、ロビー活動又は擁護活動のための重要性評価の実施
方法に関するガイダンスを含める。

⚫ EFRAGは産業の実践の成熟度と、現行及び今後策定される課題固
有の基準及び枠組みを考慮すべき。また、自身の報告義務を満た
すために投資家が必要とする情報の優先順位付けを模索すべき。

◼ セクション3A：横断的開示要件の妥当性
⚫ 企業のバリューチェーンや地理的位置等、投資家が企業の事業と

運営の文脈を理解するために必要な追加情報の開示を求める。
⚫ 企業がサステナビリティに関する声明にESRS開示に追加的な報

告を含めることを選択した場合は、(i)同報告が情報の品質に必要
な特性を満たすこと、(ii)企業が準拠した基準及び技術ガイダンス
を特定することを求める。

⚫ 投資家に違いが明確になるよう、サステナビリティ関連のガバナ
ンスと一般的なそれとの重複と相違に関する開示を求める。

◼ セクション3A：横断的開示要件の妥当性（続き）
⚫ 役員報酬へのサステナビリティ関連指標の組み込みによって示され

る理論的根拠、方法及び課題について更なる報告を求める。
⚫ サステナビリティリスク/機会の重要性評価に関する追加的な開示

を求める。
⚫ 重要性評価の一環として、エンゲージする関係者を特定し、エン

ゲージし、どの関係者がどのように重要なトピックの決定プロセス
に情報を提供したかを特定することを企業に求める。

⚫ サステナビリティ関連リスク・機会の現在及び潜在的な財務影響に
関する追加的なガイダンスを含める。

◼ セクション3B：環境開示要件の妥当性
⚫ 企業が物理的リスクにどのようにさらされているかを把握する追加

の指標を含める。
⚫ 排出削減目標の1.5℃整合が報告される場合、整合性評価に使われ

た基本シナリオの温度確率を開示するよう企業に求める。
⚫ ロックイン排出量の計算と報告に関する更なるガイダンスを含める。
⚫ エネルギー消費と潜在的な座礁資産に関する指標の計算方法の説明

を企業に求める。
⚫ スコープ1、2及び3を計算・報告するため、GHGプロトコル企業基

準の使用を企業に求める。
⚫ 企業がアクセスできる「グリーン商品」の潜在的な市場規模に関す

る開示を、計画された将来のEUタクソノミー整合売上高に照らし
た見通しに入れることを求める。

⚫ エネルギー集約が最大の12セクターに、スコープ1、2と重要な場合
はスコープ3の過去及び将来の排出量を含む産業別指標の開示を求
める。

ESRS公開草案に関するPRIの主な提言

今月のピックアップ

EU：ESRS公開草案に対する主要機関の反応（2）ICMA

6
（出所）”ICMA’s response to the draft European Sustainability Reporting Standards proposed by EFRAG” (ICMA, 2022)に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 国際資本市場協会（ICMA）は、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）が公表した欧州サステナビリティ報告基準
（ESRS）の公開草案に対するコメントを公表した。ダブルマテリアリティの観点に基づくとともに、理解しやすく関連性
があり、検証可能で、比較可能で忠実なサステナビリティ情報を作成すると同時に、国際的なイニシアチブと比例的で、
相互運用可能で、整合性があるサステナビリティ報告基準の開発への支持を示した。主なポイントは下記の通り。

◼ ダブルマテリアリティ

⚫ 特に、より包括的な全体像を投資家に提供し、他の全ての利害関係者への透明性を促進するため、企業サステナビリティ報告指令
（CSRD）とESRSによるダブルマテリアリティの観点を歓迎する。

◼ 規範性とユーザビリティのバランス

⚫ ESRSを支える高い野心を歓迎する一方で、(i)セクター固有の開示をより重視し、(ii)データの較正を確保し、(iii)初期の実験と
キャパシティビルディングの段階で企業に柔軟性を提供することを推奨する。

◼ バリューチェーン報告の実施

⚫ バリューチェーン報告（関連性がある場合、スコープ3排出量を含む）の組み込みを支持する一方で、潜在的な実施上の課題の認
識も歓迎する。報告範囲やサステナビリティに関するトピックの優先順位付け等を通じて、採用を容易にするために均整の考慮と
段階的な実施を推奨する。

◼ 国際的な運用可能性とユーザビリティ

⚫ 報告基準の相互運用性と一貫性の重要性を強調するとともに、相違を回避又は最小化し、収れんした基準に向けて前進するため、
EFRAGとISSB（及び他の機関や法域）の間の更なる対話と交流を奨励する。

◼ 気候関連報告とトランジション（移行）

⚫ 移行計画の重要性を認識し、関連する場合はスコープ3の排出量報告を含めることを支持する。

ESRS公開草案に関するICMAの回答の主なポイント
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➢ GFANZ：ポートフォリオ排出量のネットゼロ整合性に関するガイダンス案を公表 

 

⚫ 2022 年 9 月 

➢ 英国：企業の ESG データ作成に関する分析レポートを公表 

 

今月のピックアップ

GFANZ：ポートフォリオ排出量のネットゼロ整合性に関するガイダンス案を公表

• Glasgow Financial Alliance for Net Zero（GFANZ）は、金融機関の投資・融資・引受業務によるポートフォリオ排出量
について、ネットゼロ目標との整合性を測定するためのガイダンス案を公表（2022年9月12日までパブリックコメントを
受付）。2022年11月に開催されるCOP27までに最終報告を公表する予定。

• ガイダンス案では、Portfolio Alignment Team（ポートフォリオ排出量とネットゼロ目標の整合性測定に関する金融業界
の有志団体）が2021年に開発した枠組みをベースに、ネットゼロ目標との整合性判断に関する実務者向けのガイダンス
を提示している。

（出所）GFANZ “MEASURING PORTFOLIO ALIGNMENT: ENHANCEMENT, CONVERGENCE, AND ADOPTION” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 7

整合性判断の主要デザイン（Key Design Judgement）と、GFANZが精緻化を提案している判断基準

ステップ1
ネットゼロ目標と整合する
シナリオベースの炭素予算を
ベンチマークに変換する

ステップ2
累積排出量に基づき、ベンチ
マークに対する企業レベルの
整合性を評価する

ステップ3
企業レベルの整合性を
ポートフォリオレベルで
集計する

判断基準1:
どのような種類の
ベンチマークを用いるべきか？

判断基準2:

ベンチマークシナリオを
どのように選択すべきか？

判断基準3:
絶対排出量と排出原単位の

どちらを用いるべきか？

判断基準4:
どのスコープの排出量を
含めるべきか？

判断基準5:
排出量のベースラインを
どのように定量化すべきか？

判断基準6:
将来の排出量をどのように
推計すべきか？

判断基準7:

整合性をどのように
測定すべきか？

判断基準8:
整合性をどのような指標で
示すべきか？

判断基準9:
企業レベルの指標をどのように
ポートフォリオレベルで
集計するか？

◼ 判断基準3:
⚫ 測定単位として、①絶対排出量、②生産量・生産能力、③排出原

単位がある。それぞれに長所・短所があり、測定単位によって
ネットゼロ目標との整合性評価結果が異なる可能性がある。

◼ 判断基準4:
⚫ スコープ3排出量がマテリアルな企業（特に石油・ガス、自動車、

電力、化学）については、スコープ3排出量を優先的に測定する
ことを検討すべき。

⚫ 気候ソリューションを有する企業による貢献（排出削減）は、
現時点の方法論で十分に測定できていない。

◼ 判断基準6:
⚫ 排出削減目標の信頼性は、短期・長期の目標有無、経営者による

監督と目標の連動、明確な資金調達と移行計画による裏付けに
よって評価する。

◼ 判断基準7:
⚫ 短・中期（2030年まで）及び長期（2050年）の両方の時間軸で、

累積排出量をベースに整合性を測定すべき。

◼ 判断基準8:
⚫ 整合性の測定指標は、実例の側面（意思決定又はコミュニケー

ション）を考慮して選択すべき。

今月のピックアップ

英国：企業のESGデータ作成に関する分析レポートを公表

• 英国財務報告審議会（FRC）のFRCラボが、企業がESGデータをより効果的に収集・利用する方法を検討するため、ESG
データの作成に関する分析レポート「Improving ESG data production」を公表した。

• 同レポートは、ESGデータの作成、配信、利用に関するシステムが財務情報と比べて未成熟であるという現状を踏まえて、
特にESGデータの作成に関する3要素（動機、方法、意味）に焦点を当て、現状、課題、今後の行動を分析。ESGデータ
作成のステップや、取締役会が検討すべき項目が示されている。

（出所）FRC Lab “Improving ESG data production” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 3

FRCラボが推奨するESGデータ作成のステップ

動機：事業戦略、ステークホルダー、規制の
ニーズを満たすために必要なデータの特定

1. ESGトピックやデータポイントと自社の
関連性を理解するため、マテリアリティ
を評価する

a. ESGデータ作成に関する現在及び将来の
推進要因（業務における必要性、パーバス、
コミットメント、従業員とのコミュニケー

ション）を特定

b. 全レベルの社内関係者を巻き込み、業務上
及び戦略上必要な情報を理解し、収集済み
及び不足している情報を特定

c. 主要投資家やその他のステークホルダーと
関与し、彼らにとって重要なデータを理解

d. 規制や開示枠組みの要件をレビュー

2. 業界団体を通じて同業者と協力し、業界
と関連する指標、手法、情報源を特定す
る

3. 社内意識を向上できる「チャンピオン」
社員を特定し、奨励する

方法：効果的なデータの収集と加工

4. データの作成者・所有者、また社内連携
における調整者・報告者・検証者を特定
する

5. 社内外の情報源を特定し、データ収集の
方法及び頻度を設定する

6. 財務及び内部監査担当と連携し、証跡の
管理、レビュー、承認に関する統制を適
用する

7. 内部及び外部保証の対象とすべきデータ
を評価する

8. 知見の保持に関する責任とプロセスを文
書化する

9. 異なるアプローチをとっているかもしれ
ない他のチームや子会社と教訓を共有す
る

意味：データの戦略的な利用

10. ESGデータの必要性や戦略的意思決定に
おける効果的な活用方法について、取締
役会及び全社に対する研修・ 教育を検討
する

11. ESGデータを単なる年次報告サイクルの
一部として扱わず、通常プロセスに組み
込み、以下を理解するための企業文化と
して根付かせる

a. 自社の業績と影響

b. リスク及び機会

c. コミットメントに対する進捗

d. 必要な行動（戦略的変更、資本配分、
インセンティブ等）

12. 既存データ及びデータの質が戦略的意思
決定を支えているか、及びシステムやリ
ソースへの投資が必要かをレビューする
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➢ Investor Agenda：各国政府に対し気候政策の強化を提言 

 

➢ GFANZ：気候データ運営委員会が気候データに関する提言案を公表 

 

今月のピックアップ

Investor Agenda：各国政府に対し気候政策の強化を提言

4（出所）Investor Agenda, “2022 Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis”, 13 September 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 世界各国の投資家グループInvestor Agendaは、COP27に向けて、気候危機に効果的に対処するために必要な民間資本を
活用した意欲的な政策を制定するよう各国政府に提言する声明を発表した。運用資産額39兆米ドル、532の機関投資家が
署名している。声明では、中長期的な気候戦略、化石燃料からのエネルギー移行、森林破壊の終結、気候資金の強化、開
示の強化等の政策を通じて、地球の気温上昇を1.5℃に抑えるための公正な移行政策を実施するよう各国政府に促している。

「気候危機に関する政府への2022年グローバル投資家声明」5つの優先政策行動

NDCの2030年目を1.5℃
目標と一致させる

実体経済全体にわたり国
内政策を実行し2030年
のGHG排出量を1.5℃目
標に整合させる早期行動

◼ 国が決定する貢献（NDC）の2030年目標が、世界の気温上昇を1.5℃に抑えるという目標と一致していることを
確実にする。 目標が一致していない場合、各国政府は、国ごとのさまざまな状況を考慮し、COP27までに2030
年目標を強化する必要がある。

グローバル・メタン・プ
レッジの支持

気候資金の強化

◼ 2030年排出量を20年比30%以上削減し非CO2のGHG排出量削減に貢献するグローバル・メタン・プレッジの効
果的な実施を支援する。

◼ COP26の合意成果に基づき、特に開発途上国のニーズに焦点をあて、緩和、適応とレジリエンスのための官民気
候資金供給を拡大する。

金融セクターの気候開示
規制の強化

◼ 以下を通じて、金融システム全体で気候関連情報開示を強化する。
⚫ 堅牢なグローバル・タクソノミーに裏打ちされた気候リスク・機会報告に向け、大企業と金融機関にTCFD開

示を義務化する。
⚫ 上場・非上場の大企業、資産運用会社、規制対象アセットオーナーに対し、1.5℃経路に沿った、科学に基づ

く、第三者検証が可能な気候移行計画の公開を要求する。
⚫ システミックリスクに対処するために必要な進歩の重要な原動力として、義務的気候リスク開示と健全性リス

ク監督に関するグローバルな金融規制の調整を図り、一貫性を推進する。

◼ 2030年のGHG排出量が1.5℃目標と確実に一致するよう国内政策を実施し早期に行動を起こす。政府がネットゼ
ロ排出経済への移行を可能にする技術の開発、展開、普及を加速することが必要。これには以下を含む。
⚫ インフラ開発を含め、低炭素エネルギーシステム、電化、貯蔵等の展開を急速に拡大し、長期的なレジリエン

スとエネルギー安全保障を保証する。
⚫ 適切な対象範囲と社会的配慮を備え、時間の経過とともに上昇する堅牢な炭素価格設定メカニズムの実装。
⚫ 一般炭発電と化石燃料補助金を段階的に廃止する期限を設定し、信頼できる1.5℃経路に沿って、他の化石燃

料の使用をピークアウトした後に段階的に廃止する計画と目標を設定する。
⚫ 影響を受ける個人、労働者、地域社会を巻き込んだ透明で公正な移行計画を策定する。
⚫ 世界中のすべての森林破壊を終わらせるため、新しい又はより野心的な取組を確立する。

今月のピックアップ

GFANZ：気候データ運営委員会が気候データに関する提言案を公表

5
（出所）2022年9月21日付GFANZプレスリリース”Climate Data Steering Committee Proposes Recommendations for the Development of First-Ever Publicly Accessible Climate Data Utility”、及び ”Draft 

Recommendations for the Climate Data Steering Committee Development of the Net-Zero Data Public Utility” (気候データ運営委員会, 2022)に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• GFANZは、フランスのマクロン大統領と国連気候変動担当特使のブルームバーグ氏によって設立された気候データ運営委
員会が、気候行動の遅れの原因となるデータギャップや不一致、アクセスのしにくさに対処する、新たなオープンデータ
ユーティリティであるNet-Zero Data Public Utility (NZDPU)の開発に関する提言案を公表したと報じた。同提言は国連総
会のマージンで合意され、10月20日までパブリックコンサルテーションにかけられる。

• 気候データ運営委員会は、トランジションを促進・拡大するために必要な基本データを全ての人がオープンに利用できる
ことを推奨している。NZDPUのパイロットバージョンは、以下を目指して開発されることが推奨されている。

➢ NZDPUは検証可能なデータの信頼できる中央ソースとなることを目指す。NZDPUは、最初は、標準化された企業レベルの直接
(スコープ1)及び間接(スコープ2と3)GHG総排出量及び純排出量のデータに焦点を置く。これには目標と炭素クレジットデータ
が含まれる。

➢ NZDPUの柔軟なデータモデルは、透明性を高めるように設計され、政策志向の機関との調整を通じて、提供するデータを既存
及び今後の規制要件と可能な限り調和させる。

➢ データと統計分類は、全ての使用について無料で一般公開される。NZDPUは、ネットゼロへの移行を促進するために必要な
データと透明性を提供することのみを目的として運用される。

➢ NZDPUは、国連気候変動枠組条約のグローバル気候行動ポータルの一部となるように設計される。

NZDPUの初期構築フェーズにおけるデータロードマップ案

フェーズ1 フェーズ2 フェーズ3

フェーズ
のゴール

企業と選ばれた金融機関による標準化された
排出指標全体の自発的な開示と、構造化され
ていない企業の目標データを特徴とするパイ
ロットユーテリティを開発。

既存分野の対象範囲を拡大。企業の目標デー
タを一貫性があり比較可能な方法で収集し、
ファイナンス対象の排出削減目標のベータ
データモデルを開発。

既存分野の対象範囲を拡大。ファイナンス対
象の排出削減目標データを、一貫性があり比
較可能な方法で収集。追加的なトランジショ
ン計画指標のベータ統合を検討。

データの
特徴

◼ 企業排出量データ
◼ 企業炭素クレジットデータ
◼ 企業排出削減目標(ベータ)
◼ 金融機関排出量データ(オペレーション)
◼ 金融機関排出データ(ファイナンス対象) 

(ベータ)
◼ 金融機関炭素クレジットデータ

◼ 企業排出削減目標
◼ 金融機関排出データ(ファイナンス対象)
◼ 金融機関排出削減目標(ベータ)

◼ 金融機関排出削減目標
◼ 追加的なトランジション計画指標(TBD)
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⚫ 2022 年 10 月 

➢ GFANZ：「実体経済の移行計画への期待」を公表 

 

➢ OECD：トランジションファイナンスに関するガイダンスを公表 

 

今月のピックアップ

GFANZ：「実体経済の移行計画への期待」を公表

3
（出所）2022年9月22日付GFANZプレスリリース” GFANZ Releases Report to Provide Blueprint for Real-Economy Transition Plans”、及び ”Expectations for Real-economy Transition Plans” (GFANZ,

2022)に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• GFANZは、実体経済の企業による信頼性の高い移行計画の策定を支援するため、既存のガイダンスを整理・明確化した報
告書「Expectations for Real-economy Transition Plans」を公表した。

• 同報告書では、金融機関が企業の移行計画を評価する際に関連性があると考える、移行計画の5つのテーマと10の開示の
構成要素が特定され、これらのテーマ・構成要素に関する開示について詳細なガイダンスが示されている。

金融機関に関連する実体経済の移行計画の構成要素

基礎

実施戦略

指標と目標

ガバナンス

1. 目的と優先事項

エンゲージメント戦略

1. 指標と目標

1. 活動と意思決定

2. ポリシーと条件

3. 製品とサービス

1. バリューチェーン

2. 産業

3. 政府と公的セクター

1. 役割、責任、及び報酬

2. スキルと文化

◼ 「基礎」は、企業全体の目的（例：ネットゼロ）、目標、タイムライン、
及び優先アプローチの明確化によって、気候変動に関する企業の最終目
標とそこに至るためのハイレベルな戦略を概説する。
1. サブ構成要素：目的と包括的な戦略、運営原則

◼ 「実施戦略」は、企業が事業活動と運営を、気候目的と優先事項にどの
ように沿わせるかを概説する。
1. サブ構成要素：事業計画と運営、財務計画、感度分析
2. サブ構成要素：移行関連ポリシー、自然に基づく影響
3. サブ構成要素：製品とサービス

◼ 「エンゲージメント戦略」は、企業が移行目的/戦略を支援し、経済全体
の移行を加速するためにどのように他者に影響を与えるかを概説する。
1. サブ構成要素：顧客/ポートフォリオ企業及びサプライヤー
2. サブ構成要素：同業他社
3. サブ構成要素：政府と公的セクター

◼ 「指標と目標」は、企業の移行計画実施の進捗と成功を長期にわたって
測定するための定量的な目標を概説する。
1. サブ構成要素：GHG排出指標、セクター別経路、炭素クレジット、事業と運

営指標、財務指標、自然に基づく指標、ガバナンス指標

◼ 「ガバナンス」は、移行計画の実施を監督し、インセンティブを与え、
支援するため、企業がどのように構築されているかを概説する。
1. サブ構成要素：取締役会の監督と報告、役割と責任、インセンティブと報酬
2. サブ構成要素：スキルと訓練、変更管理と文化

今月のピックアップ

OECD：トランジションファイナンスに関するガイダンスを公表

4

• 経済協力開発機構（OECD）は、パリ協定の目標に沿った、信頼できる気候トランジション（移行）計画の要素を示し、
トランジションファイナンスを促進するためのガイダンスを公表した。同ガイダンスでは、トランジション計画の透明性、
比較可能性、粒度を高め、適切な環境・社会セーフガードを設けることの必要性、新興市場や発展途上国における課題、
政策立案者が国内環境を強化するためにより強力な行動をとることの必要性を指摘している。

信頼性のあるトランジション計画の主要要素トランジションファイナンスとは何か

• 今のところ共通に合意された定義は存在しないが、市場関係者や各
国・地域で様々なアプローチや枠組みが提唱され、金融商品が発行さ
れている。

• 多排出産業の脱炭素化のためのソリューションを提供するものである
が、環境への野心と規範性のレベルが著しく異なるため、比較可能性
が限られており、国際投資家にとって不確実性と取引コストを増大さ
せる可能性がある。

• 信頼性の高い気候トランジション計画、堅牢で全社的な脱炭素戦略が
関連金融商品のベースとして提供されることで諸問題の解決に資する。

トランジションファイナンスの主な課題

1. 温度目標、ネットゼロ、中間目標の設定
2. セクター別の経路、技術ロードマップ、タクソノミー

の利用
3. 測定指標とKPIによるパフォーマンスと進捗の測定

（ライフサイクルGHG排出量をカバー、外部検証可能、
原則スコープ3を含む等）

4. 炭素クレジット・オフセットの利用は限定的とし明確
に説明

5. 炭素集約型ロックイン防止を含む、戦略、行動の策定
と実践

6. DNSH（Do-No-Significant-Harm：重大な危害を及ぼさ
ない）原則と、RBC（Responsible Business Conduct：責
任ある企業行動）のためのデュー・デリジェンスを通
じた悪影響への対応

7. 公正な移行（just transition）をサポート
8. 財務計画と移行計画の統合と内部での一貫性
9. 健全なガバナンスと説明責任の確保
10. 透明性及び検証、ラベル表示及び認証

気候関連データ及び移行計画に関する企業
の開示における比較可能性の欠如

移行計画の内容・書式に関する企業からの
詳細な情報の不足

パリ整合の国レベルの業種別移行経路を
構成するものに関する合意や指針の欠如

移行活動の定義の欠如と方法論的矛盾

企業のネットゼロ目標の野心や関連性を
評価するのが難しい

短期投資からの排出ロックインのリスクへ
の対処方法に関する合意や指針の欠如

商業的に実行可能なプロジェクトや企業の
欠如

非常に関連性が高い
若干関連あり

関連あり
全く関係がない

やや関連あり

（原典） 2022 OECD Industry Survey on Transition Finance

（出所） OECD (2022): OECD Guidance on Transition Finance: Ensuring 
Credibility of Corporate Climate Transition Plans, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/7c68a1ee-en. 同Policy Highlightsに基づ
き三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成
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➢ G20：「2022 年 G20 サステナブルファイナンス報告書」を公表 

 

⚫ 2022 年 11 月 

➢ 国連専門家グループ：ネットゼロ約束の十全性に関する提言を公表 

 

今月のピックアップ

G20：「2022年G20サステナブルファイナンス報告書」を公表

• G20のサステナブルファイナンス作業部会が、「2022年G20サステナブルファイナンス報告書」を公表。

• 同報告書では、トランジション・ファイナンスに関するフレームワークとして、金融機関・政府当局向けのハイレベル
原則が提示された。また、金融機関によるコミットメントの信頼性向上及びサステナブルファイナンス金融商品の拡大
に関する提言、 2021年10月のG20ローマ・サミットで承認された「G20サステナブルファイナンス・ロードマップ」の
進捗がとりまとめられた。

（出所） G20 Sustainable Finance Working Group “2022 G20 Sustainable Finance Report” に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 5

G20サステナブルファイナンス作業部会による「トランジション・ファイナンスに関するフレームワーク」（概要）

1. タクソノミーや原則集等の導入

2. 透明性、信頼性、比較可能性、説明可能性、期限付き
の気候目標に基づく特定の支援

3. 潜在的なユースケースに適用可能なものとする

4. 検証可能性に関する明確な提言（ガイダンス等）

5. 科学・市場・技術の発展等の反映

6. 秩序ある公正で安価なトランジションを促進する手段
の検討・導入

7. 適切な場合に、国境を越えた利用を促進

1. トランジション活動・
投資の特定アプローチ

2. 金融機関による開示

3. トランジション関連の
金融商品

4. 政策の設計

5. 社会経済的な負の影響の
評価と軽減

8. 最新の移行計画の開示

9. 定期的な進捗報告

10. Scope 1, 2及び重要なScope 3排出量等の開示

11. コーポレート・ガバナンスの開示

12. 気候目標の進捗を評価する指標と方法の開示

13. トランジション・ファインナンスの資金使途や資金
調達者にとって重要なKPI等の実績の開示

14. 資金調達者による移行計画の開示

15. 資金調達者によるトランジション活動、目標、指標、KPI、セーフガード措置の開示

16. GHG排出削減目標等を推奨するインセンティブやペナルティの組み込み

17. 民間投資を呼び込む適切な政策、インセンティブ、
規制環境の設計

18. 国際機関と国際開発金融機関による役割の発揮

19. 国際協力の推進

20. 資金調達者による、潜在的影響の評価と軽減の推奨

21. 公正な移行に関する実証例の開発

22. 経済・社会的な負の影響を軽減するための包括的な
戦略の定義

今月のピックアップ

国連専門家グループ：ネットゼロ約束の十全性に関する提言を公表

3

（出所）”Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions” (United Nations’ High-Level Expert Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State 
Entities, 2022) 、及び2022年11月8日付UNEP FIニュース” Net-Zero Asset Owner Alliance welcomes UN High-Level Expert Group’s guidance on making credible net-zero pledges”に基づき三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング作成

• 国連の非国家主体のネットゼロ排出約束に関するハイレベル専門家グループは、11月8日、最初の報告書「十全性の問題
(Integrity Matters): 企業、金融機関、都市及び地域によるネットゼロ約束」を公表した。信頼できる説明責任のあるネッ
トゼロ約束を確保するためガイドとなっており、5つの原則と10の提言、各提言に関する詳細等が示されている。

• ネットゼロ・アセット・オーナー・アライアンスは、同日、上記報告書を歓迎した。アライアンス事務局は同報告書をよ
り詳細に評価しており、その結果をアライアンスメンバーに報告する予定である。

「十全性の問題: 企業、金融機関、都市及び地域によるネットゼロ約束」の原則と提言

5つの原則

1. 2050年までのグローバルな

ネットゼロへの経路に、短

期及び中期的な大幅な排出

削減をもたらす野心

2. 約束を行動と投資に整合さ

せることによる十全性実証

3. 計画と進捗に関連性があり、

非競争的で比較可能なデー

タを共有する際の徹底的な

透明性

4. 科学と第三者の説明責任に

基づく計画による信頼性の

確立

5. 全行動の公平性と正義の両

方に対する明確な約束

10の提言

提言 主な提言の概要

1 ネットゼロ約束の発表 非国家主体のリーダーシップで約束を公表。必要な地球規模の気候緩和努力を公
正に配分した約束とし、中間目標と計画を含めるべき。

2 ネットゼロ目標の設定 短・中・長期の絶対量の排出削減目標と、適切な場合、バリューチェーン(VC)全
体の相対的な排出削減目標を持たなければならない。

3 自主的クレジットの使用 VC全体での排出削減が優先。十全性が高い炭素クレジットはVCを超えた緩和に
使用すべき。高品質の炭素クレジットは追加性と永続性の基準に適合すべき。

4 移行計画の作成 全目標を達成し、ガバナンス、設備投資、研究開発等を整合させる行動を示す包
括的で実行可能な移行計画を公開。計画は5年毎に更新、進捗は毎年報告すべき。

5 化石燃料の段階的廃止と
再エネの拡大

約束は、化石燃料の使用/サポートの終了を目指す特定の目標を含むべき。化石
燃料からの移行は、十分に資金提供された再エネへの移行との調和が必要。

6 ロビー活動とアドボカ
シーの整合

業界団体への加盟を含め、対外的な方針とエンゲージメントの取組を一致させな
ければならない。

7 公正な移行における人と
自然

土地利用による排出が多い主体は、自然生態系の転換を回避する事業とサプライ
チェーンを実現・維持。金融機関は森林減少事業に投融資しない方針を持つべき。

8 透明性と説明責任の向上 GHGデータや進捗等の情報を毎年開示。大企業は報告の独立評価を受けるべき。

9 公正な移行への投資 途上国の移行への投資拡大のため、金融機関や多国籍企業の新たな取引が必要。

10 規制への道の加速 約束や計画等の規制・基準を開発し、規制の断片化は新タスクフォースで対処。
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➢ GFANZ ：金融機関向けのリソース更新、G20 に対し気候政策の行動を要請 

 

➢ ISSB：気候関連開示基準案に関する議論の進展 

 

今月のピックアップ

GFANZ ：金融機関向けのリソース更新、G20に対し気候政策の行動を要請

• ネットゼロのためのグラスゴー金融同盟（GFANZ）はエジプトCOP27に向け、金融機関向けのリソースとして、ネット
ゼロへの移行の一環として行動を促進し、具体的なステップと全体的な事業戦略を変更するための枠組みである「金融
機関ネットゼロ移行計画」、金融機関の投資・融資・引受業務によるポートフォリオ排出量について、ネットゼロ目標
との整合性を測定するためのガイダンス「ポートフォリオアライメント測定」の最終版を公表。それぞれ、6月と8月に
草案が公表されパブコメを経たものである。加えて、新興国・途上国への資金動員を支援するGFANZの活動概要を示し
た「新興国・途上国への資金動員のための行動」を発行した。

• また、G20各国政府に対し、自らの移行計画と国際金融アーキテクチャーの改革を通じて、気候変動に関する公約と政策
の間のギャップを埋めるよう要請した「一年後の行動喚起」も併せて公表した。

（出所）GFANZ ” Financial Institution Net-zero Transition Plans”  “Measuring Portfolio Alignment ” “Actions to Mobilize Capital to Emerging Markets and Developing Economies ” “One 
Year On ”に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 4

移行計画の5つのテーマと10の構成要素・推奨事項（概要・抜粋） ネットゼロ整合性を判断する3つのステップと9つの判断基準（抜粋）

金融機関ネットゼロ移行計画フレームワーク ポートフォリオのネットゼロ整合性測定ガイダンス

ステップ1
ネットゼロ目標と
整合するシナリオ
ベースの炭素予算
をベンチマークに

変換

ステップ2
累積排出量に基づ
きベンチマークに
対する企業レベル
の整合性を評価

ステップ3
企業レベルの整合
性をポートフォリ
オレベルで集計

根幹

実装戦略

エンゲージ
メント戦略

指標と
目標

ガバナンス

①目的・優先順位：2050年ネットゼロ目標の定義、科学的1.5℃経路への整合、
測定可能な中間・長期目標と戦略的時間軸の公表、実体経済の排出削減に資する
ネットゼロ移行活動の優先金融戦略特定

①製品・サービス：既存・新規の金融商品（啓発・アドバイス提供等含む）に

より1.5℃経路に沿った顧客企業の移行の取組を支援②活動内容・意思決定：
金融機関のネットゼロ目標と優先事項を中核的な評価と意思決定のツール・プロ

セスに統合③方針・条件：多排出産業含め、一般炭、石油・ガス、森林伐採等
の優先分野と活動に係る方針・条件を確立し適用

①顧客・投資先企業：顧客企業等に移行を促す建設的対話と支援を進め、対

話が効かない場合にはエスカレーション②産業：同業他社と積極的に対話し、

知見交換、共通課題への取組、政府等へ共同で働きかけ③政府・公共部門：
一貫してネットゼロ移行を支持すべき

①指標と目標：ネットゼロ移行計画を実行し短・中・長期的成果の進捗を監視
するための指標と目標を確立（実体経済のネットゼロ移行に資する金融活動に係
るものを含める）

①役割・責任・報酬：取締役会・上級管理職等の役割を定義、移行計画の設
計実施に人員を割当、可能なら全ての役割に報酬インセンティブを使用、移行計

画を定期的に見直し②スキル・カルチャー：取締役会・上級管理職レベルを
含め教育訓練を提供し十分なスキルと知識を確保、チェンジ・マネジメントを実
施しオープン・コミュニケーションを促してネットゼロを組織文化に統合

⇒ 経済の脱炭素化に資する気候ソリューション（製品・サービス）、1.5℃目標に整合した
事業への融資、1.5℃目標に沿った移行計画に取り組む企業の支援、高排出資産の段階的廃止
に資するトランジションファイナンスに焦点

◼ 判断基準3：絶対排出量と排出源単位のどちらを用いるべきか
⚫ ほとんどのセクターでは、物理的あるいは経済的な排出原単位を

絶対排出量に変換する公正なカーボンバジェット・アプローチを
使用すべき。

⚫ 自動車、化学、セメント、鉄鋼セクターでは、経済的原単位より
も物理的原単位の使用が望ましい。石油・ガスセクターでは、複
数の指標の組合せが望ましい。

◼ 判断基準4：どのスコープの排出量を含めるべきか
⚫ スコープ3排出量が総排出量の40％を超える、若しくはスコープ3

排出量の絶対量が大きい場合、少なくとも測定に含めるべき。

◼ 判断基準6：将来の排出量をどのように推計すべきか
⚫ 明確な排出量削減目標に基づくフォワードルッキング・アプロー

チ、過去の排出量に基づくバックワードルッキング・アプローチ
の異なる排出量予測の信頼性加重に基づいて、企業の整合性を算
定すべき。また、信頼性評価を行うべき。

◼ 判断基準7：整合性をどのように測定すべきか
⚫ 短・中期（2030年まで）の時間軸で整合性を計算すべきであり、

長期（2050年）の時間軸で補完することも可能。累積排出量を
ベースに整合性を測定すべき。

◼ 判断基準8：整合性をどのような指標で示すべきか
⚫ 特定のユースケースに対する適合性を検討する必要がある。

◼ スコープ3排出量の開示

⚫ GHGプロトコルに準拠したスコープ1、スコープ2、スコープ3排出量の開示を求めることについて、全会一致で決議。

⚫ また、スコープ3排出量に関する開示要件の適用を助けるための「救済規定」を策定することも決定。詳細は今後議論されるが、開示までの
時間的猶予を設けることや、各国政府との連携により企業の責任を保護・軽減する「セーフ・ハーバー」規定を導入することが想定されている。

◼ 気候関連シナリオ分析の実施

⚫ 気候関連のシナリオ分析を用いた気候変動に対するレジリエンスの開示と気候関連リスク・機会の特定を求めることについて、全会一致で決議。

⚫ また、TCFDが作成した資料を活用してシナリオ分析の実施に関するガイダンスを作成することも決定。

◼ CDPの開示プラットフォームへの組み込み

⚫ CDPは、既存のアンケート調査にISSBの気候関連開示基準を組み込むことを発表。企業による開示基準の早期適用を後押しし、2024年の開示
サイクルからISSBの気候関連開示基準に準拠した形でのデータ収集が行われる。

◼ 能力開発に関するパートナーシップの締結

⚫ ISSB気候関連開示基準の適用に関する能力開発のため、20以上の国際機関や各国の政府・民間団体（WBCSD、UNEP-FI、PRI、監査会社等）
とパートナーシップを締結したことを発表。ガイダンス資料の作成やリソース・ハブの設置に取り組む予定。

今月のピックアップ

ISSB：気候関連開示基準案に関する議論の進展

• IFRS財団のISSB（国際サステナビリティ基準審議会）は、10/18~10/21及び11/1~11/3に会合を開催し、「サステナビ
リティ関連財務情報の開示に関する全般的要求事項案」及び「気候関連開示基準案」について議論。気候関連開示基準
案では、スコープ3排出量の開示や気候関連シナリオ分析に関する要件等について、理事内での合意に達した。

• また、11/6より開催された第27回気候変動枠組条約締約国会議（COP27）では、ISSBの気候関連開示基準がCDPの開示
プラットフォームに組み込まれること、ISSB基準を用いた開示の実現に向けて20以上の国際機関等とパートナーシップ
を締結したことを発表した。

（出所）IFRS財団の下記プレスリリースに基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成
ISSB unanimously confirms Scope 3 GHG emissions disclosure requirements with strong application support, among key decisions（2022/10/21）

ISSB confirms requirement to use climate-related scenario analysis（2022/11/1）

ISSB at COP27: CDP to incorporate ISSB Climate-related Disclosures Standard into global environmental disclosure platform（2022/11/8）

ISSB at COP27: ISSB makes key announcements towards the implementation of climate-related disclosure standards in 2023（2022/11/8）
5

ISSBの気候関連開示基準案について発表された内容
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⚫ 2022 年 12 月 

➢ ISSB：サステナビリティの概念やスコープ 3 の排出量等について合意 

 

➢ PRI：気候関連「移行計画」議決権行使に関する投資家向けブリーフィングを更新 

 

今月のピックアップ

ISSB：サステナビリティの概念やスコープ3の排出量等について合意

3

（出所）2022年12月14日付IFRSニュース”ISSB describes the concept of sustainability and its articulation with financial value creation, and announces plans to advance work on natural ecosystems and just 
transition”、 2022年12月15日付IFRSニュース”ISSB announces guidance and reliefs to support Scope 3 GHG emission disclosures”、及び”ISSB Update December 2022“ (IFRS, 2022)に基づき三菱UFJリサー
チ＆コンサルティング作成

• 2022年12月13-15日、ISSBはモントリオールにおいて会合を開催し、サステナビリティ関連財務情報開示一般要件(S1)に
関する基礎的な概念、及び気候関連開示(S2)におけるスコープ3のGHG排出量の扱い等について暫定的な決定を下した。

• また、ISSB議長は、自然生態系と公正な移行に関して戦略的助言を提供するため、2名の特別顧問の任命を発表した。

サステナビリティ関連財務情報開示に関する暫定決定の概要 気候関連開示に関する主な暫定決定の概要

◼ 以下の説明によって、S1草案の目的を明確化する

⚫ 事業体が自ら及び投資家・債権者のために創造、維持、又は毀
損する価値が、事業体が他の利害関係者、社会、及び自然環境
のために創造する価値とどのように密接に関連しているか

⚫ 事業体が自ら及び投資家・債権者のために価値を創造する際に、
事業体のリソースと関係性をどのように使用しているか

⚫ 事業体のリソースと関係性への依存、及び事業体のリソースと
関係性への負又は正の影響が、事業体にサステナビリティ関連
リスク・機会をどのように生じさせうるか

⚫ サステナビリティ関連リスク・機会が、事業体のパフォーマン
ス、見通し、ビジネスモデル、戦略、及び事業体が短期・中
期・長期にわたって自ら及び投資家・債権者のために創造する
価値にどのように影響しうるか

◼ S1実例ガイダンス案を拡張・明確化する

⚫ サステナビリティ関連リスク・機会の特定と、それらに関する
重要情報の特定との違いと関係性の明確化

⚫ 事業体が情報提供を求められるサステナビリティ関連リスク・
機会の特定に役立つ追加ガイダンスの提供

⚫ サステナビリティ関連財務情報開示の文脈で、事業体が重要情
報を特定するのに役立つ追加ガイダンスの提供

⚫ 複雑なビジネスモデルを持つ事業体がリスク・機会を特定し、
SASB 基準を用いて関連する重要情報を特定する方法の説明

◼ GHG排出量

⚫ 事業体にGHG排出強度の開示を求める要件案の削除

⚫ GHG排出量測定のために、特定のインプットや仮定、推定手法
を使用した方法と理由に関する情報の開示を求める要件の導入

◼ スコープ3のGHG排出量

⚫ スコープ3のGHG排出量を開示する事業体への救済措置の導入
- S2発効日から最低1年間の一時的な開示免除
- 報告サイクルが異なるバリューチェーン内の事業体の情報

を使用してのGHG排出量測定を可能にする救済措置（①過
度の費用や労力を費やさずに入手可能な最新のデータを使用す
ること、②報告期間の長さが同一、③報告日のずれの間に発生
する重大な事象と状況の変化の影響の開示、が条件）

⚫ スコープ3のGHG排出量を測定する枠組みの導入

⚫ スコープ3のGHG排出量の測定方法を理解できるような情報の
開示を求める要件の導入

⚫ バリューチェーンに関して開示する事業体への救済措置の導入

◼ S2公開草案附属書B（産業ベースの要件）

⚫ 附属書Bの産業ベースの要件をS2実例ガイダンスの一部とする
ため、S2案を修正

◼ ファイナンスされた及び促進された排出量

⚫ ファイナンス排出量の排出強度の開示を求める要件案の削除

⚫ 投資銀行・証券業界の事業体に促進排出量の開示を求める要件
案の削除

◼ 気候変動の移行計画に関する株主提案・議決権行使における指針

⚫ 2050年またはそれ以前に温室効果ガス排出量の正味ゼロ化を目指す移行計画の策定を企業に推奨する。

⚫ 意図しない結果をもたらす可能性がある企業主導の移行計画への投票よりも、エンゲージメント、株主
提案の提出・投票、取締役選任投票など、企業の野心と実行を導く上で実績あるスチュワードシップ活
動を優先する。

⚫ 企業が移行計画に関する投票を予定している場合は、グッドプラクティスを踏まえて立案するよう経営
陣にエンゲージメントを行う。（企業の）提案は、実装に関する説明責任が割当てられ、明確な移行戦
略を提供するものであるとともに、投票後のエンゲージメントのダイナミクスに対処する必要がある。

◼ 気候変動移行計画に対する株主の支持を求める経営陣主導の提案に投票する際の検討事項

⚫ 移行計画が適切かつ信頼性があり、地球温暖化を1.5℃以内に抑えるというパリ協定の目標に沿っている
ことを確認する。

⚫ 移行計画を評価するために使用されるフレームワークが、公的で独立したものであり、科学的に確かな
ものであることを確認する。

⚫ 投資家が不十分または不適切と判断した場合、反対票を投じ、経営陣に懸念を示す。取締役会の再選な
ど、他の投票手段を用いて自分の意見を強化することも検討する。

⚫ 投票の根拠を開示し、特に注目度の高いものについては、業界全体の透明性と協調性を高めるため、投
票の意図と根拠を事前に宣言することを検討する。これには、棄権の根拠を開示することも含まれる。

⚫ 移行計画に関する議決権行使の代替またはその補完として、パブリックキャンペーン、株主提案の提出、
ダイベストメント、訴訟等の他のエンゲージメント手段や的を絞ったエスカレーションを利用する。こ
の際、中期GHG目標の設定や気候ロビー活動の見直し等、企業が気候変動リスク・機会を管理するため
に取り組むべき特定の分野に焦点を当てることができる。

今月のピックアップ

PRI：気候関連「移行計画」議決権行使に関する投資家向けブリーフィングを更新

• 責任投資原則（PRI）は、気候変動移行計画の議決権行使に関する投資家向けブリーフィングを更新した。（初版は2022
年2月に公表）。主な推奨事項として移行計画に係る株主提案・議決権行使の際の指針、企業から提案された移行計画に
投票する際の検討事項（計画が不十分な場合の対処を含む）、及び移行計画の評価を行う上で有用な情報源等を提示。

（出所）PRI “Climate transition plan votes: Investor update”, 14 December 2022に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成 4

主な推奨事項 有用な情報源

✓ Climate Action 100+「ネッ
トゼロ企業ベンチマー
ク」及び「グローバルセ
クター戦略（現時点で電
力、鋼鉄、食品・飲料、
航空がある）」

✓ Say on Climate「Essential
components of a corporate 
climate action plan（気候行
動計画の必須要素）」

✓ GFANZ 「Real-economy 
Transition Plans（実体経済
の移行計画）」

✓ TCFD「指標、目標、移行
計画に関するガイダン
ス」p.40-46

✓ SBTiの各種リソース

✓ EUタクソノミーコンパス

✓ TPTから発行される予定の
ガイダンス
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➢ EU：EU 理事会と欧州議会が炭素国境調整メカニズムの導入で暫定合意 

 

⚫ 2023 年 1 月 

➢ ICMA：ESAs のグリーンウォッシュに関する情報収集への回答を発表 

 

◼ EUに輸入される下記製品。将来的に、有機化学品や、
より多くの川下製品への対象拡大も検討。

⚫ 鉄鋼（ねじ、ボルト等の一部の川下製品を含む）

⚫ セメント

⚫ アルミニウム

⚫ 肥料

⚫ 電力

⚫ 水素

◼ 上記製品の製造に伴う直接排出量（embedded 
emissions）に加え、一定条件下での間接排出量
(indirect emissions）が負担額の算定時に考慮される。

今月のピックアップ

EU：EU理事会と欧州議会が炭素国境調整メカニズムの導入で暫定合意

• 欧州のEU理事会（閣僚理事会）と欧州議会は、2022年12月13日に、炭素国境調整メカニズム（Carbon Border
Adjustment Mechanism：CBAM）の導入に関する規則について暫定的かつ条件付きで合意に達した。

• CBAMとは、特定の製品をEUへ輸入する際に、EU域内で製造した場合にEU排出量取引制度（EU-ETS）の下で課される
カーボンプライシングに相当する価格の支払いを義務付ける仕組み。CBAMを導入することで、EUよりも気候変動対策
が野心的ではないEU域外への製造拠点の移転やEU域外からの輸入増加（「カーボンリーケージ」）によって世界全体の
温室効果ガス排出量が増加することを防ぐ狙いがある。

• 今回の暫定合意に基づき、2023年10月1日より、CBAMの対象製品をEU域内に輸入する業者に報告義務が適用される。
その後、移行期間を経て、本格適用される予定。

※ 暫定合意に達した規則のテキストは2022年12月13日時点で未公表。並行して議論が行われているEU-ETS関連規則の改訂を踏まえて、
CBAMの本格適用に関するルールが確定する見込み。

（出所）EU理事会及び欧州議会のプレスリリース、並びにEU理事会ウェブサイトに基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成
5

CBAMの仕組み（概念図） CBAMの対象

EU域内製造 EU域外製造

製造コスト

EU-ETSの
コスト負担

EU域内製造 EU域外製造

製造コスト

EU-ETSと
同等の

コスト負担

現状

CBAM
導入後

今月のピックアップ

ICMA：ESAsのグリーンウォッシュに関する情報収集への回答を発表

3

• 国際資本市場協会（ICMA）は、2023年1月12日に欧州監督機構（ESAs）が実施するグリーンウォッシュに関する情報収
集に対する回答を発表した。ESAsの意見招請は、グリーンウォッシュの定義、関連リスク、規制、金融当局の監督の課題
等について幅広い情報を収集し、得られた情報を2023年5月に行われる欧州委員会の進捗報告書として使用するもの。

• ICMAは、すべての質問には回答せず、資本市場とサステナブルファイナンスに関してICMAが専門性を有する事項にのみ
回答。ESAsのグリーンウォッシュの定義は過度に広範であり、規制を策定する上で役に立たないとし、明確かつ実行可能
な定義にすべきとした。また、規制当局の監視と執行の観点からサステナブルボンドとファンド商品におけるグリーン
ウォッシュの懸念事項を例示。対応に向け、インテグリティと透明性を確保するための各種ICMA関連原則が果たす役割、
優先して注目すべき既存の規制を示唆。また、グリーンウォッシュ・リスクを低減するための追加的措置を提言した。

ICMAの回答内容

（出所）ICMA “Response of ICMA to the ESAs’ Call for Evidence on greenwashing” 12 January 2023に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

◼ グリーンウォッシュの定義：検討すべき定義の一案を以下の通り提案。

⚫ 「金融規制目的では、グリーンウォッシングとは、金融商品のサステナビリティ特性、及び/又は、意図的であるか重大な過失による発
行体の持続可能なコミットメント及び/又は達成についての虚偽表示である。」

◼ サステナブルボンドやファンド商品のグリーンウォッシュへの金融規制対応：サステナブルボンドやファンド商品における懸念事項を
挙げ、ICMA原則等や既存の規制（EUタクソノミー、 CSRD/ESRS、SFRD等。改善が必要な点も指摘）を活用したリスク軽減を示唆。

⚫ サステナブルボンドのグリーンウオッシュ懸念例
1. 野心の欠如：資金使途限定債券における不十分な環境・サステナビリティ

事業、SLBにおいてSPTの達成が容易あるいは「通常通り」に近い等。

2. より広範な持続可能なリスクの不適切な管理：発行者が事業目的以外のよ
り広範な環境/社会的リスクを特定し管理する適切なプロセスを持たない
場合等。

3. 戦略的一貫性の欠如：GBと発行者の広範な環境・持続可能性戦略の欠如
や不整合。

4. 実際の詐欺：まれに、発行者が制御できない理由による場合を除き資金を
グリーン事業に充当しなかった場合や、KPIの操作、又は重要な情報を省
略した場合等。

◼ EU規制当局への追加的な提言
⚫ 既存の市場慣行に沿って、中核的な構成要素や主要な勧告を含む発行体による本原則の自主的な採用を呼びかける。

⚫ 国際的なプロジェクトが組み込まれた発行体については同等性を認め、その他の主要なタクソノミーの使用を認める。

⚫ 外部審査員に対する補足ガイダンスを検討し、ICMAの外部審査員向けガイドラインに整合することを呼びかける。

⚫ ファンド商品のグリーンウオッシュ懸念例
サステナブルボンドと同様の懸念事項に加え、以下があり得る。
1. 曖昧な責任投資方法論：適用されるベースライン基準の不透明性や不整合。

ポートフォリオ分析でガバナンスや多様性の評価は高いが気候変動対応に
コミットしていない企業への投資を行う等。

2. 不明瞭または誤解を招くようなファンドのラベリングおよび命名：「トラ

ンジション」と表示されたファンド、「インパクト」と表示し基本的な戦
略が成果ではなく開示に焦点を当てている場合、「ESGリーダー」と表示

しつつも絶対的なリーダーシップではなく実際にはベスト・イン・クラス
方法論に従う場合等。

3. 実際の詐欺：ファンドの宣伝されたプロセスを商品レベルでの厳格なESG

スクリーニングに適用しない等。
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➢ ネットゼロ保険アライアンス (NZIA)：目標設定プロトコル第 1.0 版を発表 

 

➢ 欧州委員会：グリーンディール産業計画を発表 

 

今月のピックアップ

ネットゼロ保険アライアンス (NZIA)：目標設定プロトコル第1.0版を発表

4
（出所）2023年1月17日付UNEP FIニュース”Net-Zero Insurance Alliance launches its Target-Setting Protocol”、及び”UN-convened Net-Zero Insurance Alliance Target-Setting Protocol Version 1.0“ (UNEP FI 

Principles for Sustainable Insurance, 2023)に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 2023年1月、ネットゼロ保険アライアンス (NZIA)は、NZIA初の「目標設定プロトコル 第1.0版」を発表した。同プロトコ
ルは、NZIAメンバーがそれぞれの保険・再保険の引受ポートフォリオ(PF)について、ネットゼロトランジション経路に
沿って、科学に基づく中間目標を独自に設定することを可能にするものである。

• プロトコルは3カテゴリ5タイプの目標を示しており、NZIAメンバーは、同プロトコルの下で設定・開示する最初の目標と
して、①2023年7月31日までに5つの目標タイプの内1つ以上、②2024年7月31日までに各カテゴリの目標タイプを1つ以上、
選択する必要がある。また、広範なPFに対する目標設定には課題があることから、信頼できるデータが利用可能な重要か
つ関連がある部分にPFの目標境界を設定し、その根拠を説明することが求められている。

• 第2版以降では、スコープ拡大や目標精緻化等の更新に加え、目標設定の妥当性確認プロセスが推奨される見込みである。

NZIA目標設定プロトコル第1.0版の主な概要

プロトコルのスコープ 推奨される目標の種類 目標の開示・報告

◼ 期間：短期

◼ 排出量：
⚫ GHG：7ガス全て
⚫ 再/保険会社：保険関連排出量(IAE)※1

⚫ 再/保険対象：再/保険に起因するスコー
プ1及び2、重要でデータが利用可能な場
合スコープ3

⚫ 算定：認知された一貫したIAE算定アプ
ローチ(PCAF等)を使用

◼ 排出削減目標カテゴリ：
⚫ 包括的排出削減目標タイプ：2019～2030年で34～60%削減
⚫ セクター別脱炭素化アプローチ(SDA)：特定のセクターレベル

脱炭素化経路への、個別PFの物理的炭素強度の収束を目指す
✓ 野心レベルは、オーバーシュートが無い又は限定的な、1.5℃経

路に整合する脱炭素化シナリオを使用して決定
✓ カーボンオフセットと削減貢献量※2は目標の進捗に計上不可

◼ エンゲージメント目標カテゴリ：
⚫ ポートフォリオ・カバレッジ・アプローチ(PCA)：ポートフォ

リオ顧客の内、SBTsを設定した顧客の割合の増加を目指す
⚫ 焦点を置いたエンゲージメント目標タイプ：移行計画と脱炭

素化戦略に関して選ばれた顧客とのエンゲージメント

◼ 目標、及びその
PF境界の開示

◼ 行動及び目標の
進捗の報告

◼ 開示・報告場
所：公的なチャ
ネルを使用

◼ 目標の再計算

◼ ビジネス：法人レベル
⚫ IAE方法論が存在するビジネスライン

◼ 他の目標カテゴリ：
⚫ 移行再/保険目標タイプ：気候ソリューション関連ビジネスを

成長させる目標

◼ 目標設定のタイミング：
⚫ 目標開示日：プロトコル公表後6か月以内
⚫ 基準年：2019年以降から選択
⚫ 目標年：2030年より前から選択

※1：スコープ3/カテ
ゴリ15/引受

※2：Avoided 
emissions

今月のピックアップ

• 欧州委員会は、2023年2月1日、温室効果ガス排出のネットゼロ化に取り組む欧州産業の競争力を強化し、気候中立への
早急なトランジションを支援するための「グリーンディール産業計画」（A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero 
Age）を発表した。

• 同計画は、 「予測可能で簡素化された規制環境」「資金へのアクセスの加速化」「スキルアップ」「強靭なサプライ
チェーン確保のための開かれた貿易」の4つの柱で構成され、EUの単一市場の強みを生かし、「欧州グリーンディール」
や「REPowerEU」の下で進行中の取組を補完するものとして位置付けられている。

（出所）欧州委員会プレスリリースに基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成
5

予測可能で簡素化された規制

環境

資金へのアクセスの加速化

スキルアップ

◼ 今春、産業競争力の強化に向けた3つの法案を提示。

✓ ネットゼロ産業法：蓄電池、風車、ヒートポンプ、太陽電池、電解槽、炭素回収・貯留などの鍵となる技術について、
2030年までの製造能力目標を設定。製造拠点整備に必要な許認可プロセスの短縮、ワンストップ窓口の設置、高品質な
「欧州規格」の開発等を実施。

✓ 重要原材料法：レアアース等、ネットゼロ技術・製品の製造に不可欠な重要原材料へのアクセスを確保するため、国際
的な関与を強化し、採掘・加工・リサイクルを促進。

✓ 電力市場設計の改革：化石燃料由来のエネルギーコストが高騰する中で、長期価格契約等により、低コストな再生可能
エネルギーの恩恵を欧州市民と企業にもたらす。

◼ 2025年末までの暫定的措置として国家補助規則を緩和し、再エネの導入や産業プロセスの脱炭素化への支援、
ネットゼロ技術の生産に対する投資支援スキームや大規模な新規生産プロジェクトに対して、EUの各加盟国に
よる柔軟な補助金の提供を容認。

◼ 中期的には、EUレベルの新たな補助制度として「欧州主権基金」を創設。

◼ 戦略的産業における技能の向上と再教育プログラムを提供する「ネットゼロ産業アカデミー」を設立。

◼ 実際の技能を考慮する「技能ファースト」のアプローチを資格に基づく既存アプローチと組み合わせる方法、
第三国の外国人労働者によるEU労働市場へのアクセスを容易にする方法、技能開発のために官民の資金を調整
する方法についても検討。

強靭なサプライチェーン確保

のための開かれた貿易

◼ 自由貿易協定（FTA）のネットワークや、グリーン・トランジションを支援するパートナー国との協力発展を
継続。

◼ グリーン及びデジタルなトランジションに不可欠な原材料の持続可能かつ安価な供給を実現するための「重要
原材料クラブ」や、ネットゼロ技術の採用を世界的に促進する「クリーンテック/ネットゼロ産業パートナー
シップ」の創設を検討。

欧州委員会：グリーンディール産業計画を発表
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⚫ 2023 年 2 月 

➢ ICMA：グリーンウオッシュ回避に関するコンサルテーションへの回答を発表 

 

➢ 欧州議会・EU 理事会：欧州グリーンボンド基準（EU  GBS）に暫定合意 

 

今月のピックアップ

• 国際資本市場協会（ICMA）は、欧州証券市場監督局（ESMA）が実施した、「ESG」や「サステナビリティ」といった
用語を使用するファンドの名称に関するガイドライン案のコンサルテーションに対する回答を発表した。

• ICMAは、ファンド名称の明確化が、EUのサステナブルファイナンス開示規則（SFDR）の重要な強化になると指摘。
グリーンウォッシュの問題に対処し、投資家により良い情報を提供するため、①ESGインテグレーションを行うファンド
（将来の財務パフォーマンスにマテリアルな可能性があるESG機会・リスクやインパクトを考慮する等）、②環境・社会
への効果においてサステナブルな企業や金融商品を含むファンド、③ネットゼロへのトランジション資金など測定可能な
改善に貢献するファンドの3つを区分するよう提案した。ICMAの主な意見は下記のとおり。

ESG用語の使用

ミニマム・セーフガード

インパクト・ファンド

◼ 「ESG」や「サステナビリティ」に関する用語を名称とするファンドは、サステナビリティに関する特性
や、ファンドの目的・方針・戦略を文書化すべきと指摘

◼ 問題のある武器及びタバコへの投資の除外や、国連グローバル・コンパクトの原則、ILOの条約、OECD多国籍
企業行動指針、国連ビジネスと人権に関する指導原則への遵守確認がクライテリアになると指摘

◼ 「インパクト」や「インパクト投資」を名称に用いるファンドは、環境・社会面の特性に関するしきい値を
満たすことが必要であると指摘

ICMA：グリーンウオッシュ回避に関するコンサルテーションへの回答を発表

しきい値の設定
◼ 実務的な課題（異なる種類のアセットへどのようにしきい値を適用するか等）が多数存在するため、まず

はより低いしきい値を導入し、その後、引き上げていく柔軟なアプローチを提案

トランジション

◼ 発展しつつあるトランジション投資への多様なアプローチを制限しうる規定の導入に反対

◼ トランジションが必要な企業に資本フローを振り向けるためには、ファンドの名称としてトランジション関連
の用語が認められることが有益であると指摘

◼ 投資家のトランジション戦略（スチュワードシップとエンゲージメント）が実を結ぶには時間が必要であり、
トランジション関連のファンドによる改善の実証には少なくとも3年を要すると指摘

（出所）ICMA「Response to the ESMA’s Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms」に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

調和 ◼ 少なくともEU域内でルールが断片化することは避けること、グローバルでもルールの調和が有用であると指摘

今月のピックアップ

欧州議会・EU理事会：欧州グリーンボンド基準（EU GBS）に暫定合意

4
（出所）2023年2月28日付欧州議会リリース” Legislators strike deal on a new standard to fight greenwashing in the bond markets” 及び同日EU理事会リリース” Sustainable finance: Provisional 

agreement reached on European green bonds”に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

• 欧州議会とEU理事会（閣僚理事会）の交渉担当者は2023年2月、欧州グリーンボンド基準（EU GBS）について暫定合意
に達した。自身の債券を「欧州グリーンボンド（EuGB）」としたい発行体に対する共通の要件が規定され、また、EuGB
の外部審査者の登録システムと監督枠組みが設置される。両機関が正式採択の後、発効から12か月後に適用開始となる。

• EU GBSの規則案は2021年7月に欧州委員会より提案され、立法に向けて、2022年7月より欧州議会、EU理事会、欧州委員
会の非公式交渉（トリローグ：3者対話）が行われていたもの。

• 今回合意された基準案のポイントは、①透明性（情報開示要件）、②外部レビュー機関登録・監督制度、③タクソノミー
完全稼働までの柔軟性ポケットの主に3点。 EuGB表明債券の「ゴールドスタンダード」「クラス最高の基準」を定めると
ともに、厳密にはまだ最高水準を満たせないが真剣に取り組んでいることを示したい発行体のグリーン/サステナビリ
ティ・リンク・ボンド（SLB）にも利用可能な開示枠組みを定めた。

透明性

外部レ
ビュー・

監督

柔軟性

欧州グリーンボンド基準：暫定合意案のポイント

◼ 資金使途に関する開示要件の規定と、これらの事業投資が企業全体の移行計画（トランジション・プラ
ン）へどのように反映されるかの情報開示。

◼ 当該セクターが既にカバーされている場合は、EUタクソノミーへの整合性の保証。
◼ 開示要件はテンプレート形式で定められており、すべてを満たせない発行体でも（EuGBは表明できない

が）サステナビリティ・リンク・ボンド等へ使用が可能。野心的な情報開示に取り組むことで投資家の
信頼性向上が期待される。

◼ EuGBの独立した外部レビュー機関の登録制度を設置。債券のグリーン性を評価する責任を負うとともに、
利益相反の事実又はその恐れを特定、排除、管理、情報開示しなければならない。利益相反管理の評価
基準については、別途技術基準が開発される見込み。

◼ EU加盟各国の管轄当局は、EUの目論見書規則に沿って、発行体の新基準の遵守状況を監督する。

◼ EUタクソノミーにおいてまだカバーされていない経済活動の場合、極めて特定の要件下において、資金
使途のうち15％の「柔軟性ポケット」を許容。但し、欧州の気候中立への移行が進み、今後数年間で利
用可能になると予想される他のグリーンな投資機会が増え次第、その必要性は見直される予定。
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➢ 英国 TPT：TPT Sandbox の拡張等を発表 

 

 

  

今月のピックアップ

英国移行計画タスクフォース(TPT)：TPT Sandboxの拡張等を発表

5

• 英国の移行計画タスクフォース（TPT）は、本年最初のTPTの主要イベントにおいて、TPT開示枠組みと実施ガイダンス
をテストするTPT Sandboxについて、次の段階で、移行計画の使用者（投資家、銀行、分析プロバイダー等）と作成者
（企業等）を支援する新機能を強化して拡張することを発表した。TPTは、4月17日を期限として、Sandboxの新機能の開
発者の提案を募集している。開発者を、移行計画の使用者や作成者、及び他の専門家と引き合わせ、Sandboxの機能の拡
大を支援する。

• また、TPTは同イベントにおいて、マーケットに対して移行計画の公表を呼びかけるとともに、TPTデリバリーグループ
の新メンバーとオブザーバーと、自然と適応、公正な移行に関する新たなTPT作業部会の立ち上げも発表した。

• FCAは、TPTの成果を利用して、上場企業及び規制対象企業の開示要件を強化することを約束し、TPT枠組みへの早期の
関与を奨励している。

TPT Sandboxの新機能の提案募集の概要

（出所）2023年2月27日付TPTニュース “Transition Plan Taskforce moves into next phase”及び” Transition Plan Sandbox to accelerate new capabilities that can support 
users and preparers of transition plans”に基づき三菱UFJリサーチ＆コンサルティング作成

◼ 可能性がある新機能

⚫ 移行計画の分析を支援するツール、
指標、及びデータセット

⚫ 移行計画の頑健な検証と保証

⚫ 移行計画のデジタルタグ付け

⚫ 移行計画の財務分析への翻訳

⚫ 基礎となる仮定を一貫した方法で
開示するためのアプローチ

◼ 提案の審査基準

⚫ TPTとの関連性

⚫ 左記の必要な新機能との関連性、
又は、移行計画の使用者と作成者
を支援するために必要な他の機能
の強力な正当化

⚫ 高品質の移行計画の準備と使用を
成功裏に拡大できる可能性

◼ 提案書で概説する事項

⚫ 提案者が対処したい問題

⚫ 提案者の能力が、移行計画の使用
者と作成者をいかに支援するか

⚫ 関連する経験

⚫ 協働を提案する追加の組織

⚫ 提案者の組織の詳細と、提案され
た機能が営利目的か非営利目的か、
また、もしあれば、提案がもたら
す公共財の利益
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4.2 イベントでの議論に係る資料作成・調整等 

⚫ 議事要旨・開催リリース素案作成 

経済産業省のプレスリリースに使用することを目的に、速報版として、当日の各講演・セッションを

まとめた議事要旨をサミット翌日までに作成した。開催結果のリリースは以下の通り公開された。 

 

（出所）2022 年 10 月 11 日付経済産業省プレスリリース「TCFD サミット 2022 が開催されました」 

（https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221011004/20221011004.html） 
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（出所）2022 年 10 月 11 日付経済産業省プレスリリース「TCFD サミット 2022 が開催されました」別紙 3「議論の内

容（Opening Remarks 以降）」 

（https://www.meti.go.jp/press/2022/10/20221011004/20221011004-c.pdf） 

 

⚫ 開催概要（日本語・英語版）作成 

また、公式ＷＥＢサイト等を通じて国内外に発信することを目的に、イベント開催概要（日本語・英

語 版 ） を 作 成 し た 。 開 催 概 要 は 、 TCFD サ ミ ッ ト 2022 の 公 式 サ イ ト （ https://tcfd-

summit.go.jp/result.html）に動画とともに公開された。 

 

⚫ 動画撮影・掲載 

オンデマンド配信用として、日・英・オリジナル言語でイベント動画を撮影し、開催後速やかに公式

WEB サイトに掲載した。 
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（出所）TCFD サミットホームページ「開催結果」（https://tcfd-summit.go.jp/result.html） 

 

 
（出所）METI チャンネル TCFD サミット 2022（https://www.youtube.com/watch?v=nZp36EOz5bM） 
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4.3 説明資料の作成 

4.1 の調査・分析から得られた成果の概要をテーマごとにまとめた資料を作成した。なお、資料は全

て作成時点情報に基づく内容である。 

 

⚫ パネルディスカッションのシナリオ案等作成 

実務家によるパネルディスカッションのアジェンダについて周辺動向調査・分析を踏まえて検討し、

プログラム構成検討にあたり議論の現状、論点、パネリスト案に関する検討を行った。 

各パネルディスカッションのシナリオ案（スピーキングポイント）について、日本語版と英語版を

作成し、登壇パネリストとの日程調整及び打合せによる内容調整を行った。 

資料の内容は以下の通り（日付は最終案）。 

 

・アジェンダ 1 スピーキングポイント（日：2022/9/16、英：2022/10/3） 

・アジェンダ２スピーキングポイント（日：2022/9/28、英：2022/9/28） 

 

（資料は非公開とする） 
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